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論　　　説

〔論　　説〕

米国の州司法長官の権限及び活動に対する
法学者の見解と、クラスアクション制度との比較

　　　　　　　　　　　　　　　　佐　野　つ　ぐ　江

Ⅰ　州司法長官の権限及び活動に対する法学者の見解

１．はじめに

　州司法長官の活動に関しては、それを肯定的に捉える見解と批判的な見解が

ある。反トラスト法分野における州司法長官の活動には、伝統的に継承されて

きた州司法長官の権限に加え、1976 年、ハート ･ スコット ･ ロディーノ反ト

ラスト改善法（Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act1、以下 HSR 法

と略す）の制定によって、新たに反トラスト法上の執行権限が認められた。州

司法長官の反トラスト法の執行権限に関しては、主にペアレンス ･ パトリー訴

訟の役割に対する肯定或いは批判として理論が展開する。また、商品や役務を

購入した末端の多数の消費者が少額の被害を受けた場合に、クラスアクション

を提起しようとしても、価格引上げを行った違反行為者に対する彼らの原告適

格は、間接的購入者であることを理由として否定されやすい。そのような間接

的購入者を代表して州司法長官が加害者側を提訴する傾向が現れ、HSR 法に

は、州司法長官が間接的購入者を代表することまでの権限が規定されていると

解釈できるのか否かでも、間接的購入者理論として、その是非の議論がある。

２．州司法長官の役割

（1）Ryan 及び Sampen の見解 2

　Ryan 及び Sampen は、イギリスに由来するペアレンス・パトリーの権限が、

米国において拡張されてきた背景と問題点を指摘し、肯定的な見解を述べた。
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すなわち、州司法長官にのみ認められるペアレンス・パトリーの権限を、他の

行政官や州の一部の官庁までが援用して、当該権限に基づく訴訟 3 が出てきた

ことや、州内の特定の個人或いはグループを代表した訴訟 4 が出てきたことに

より、裁判所の判断が混乱していることを指摘して、裁判所も実務家も当該権

限を熟知する必要があることを示唆した。そして、この混乱という現象に対し

ては、1982 年のスナップ事件 5 の判決によって、州の準主権者として権限行使

する要件が明確化された。この事件において裁判所は、州の準主権者の権限と

して、①州法を実施すること、②州のビジネスを含む州経済の利益のために活

動すること、③州内の民間事業者の利益及び州民の利益を代表することの 3 点

を挙げた。当該権限は、州司法長官にのみ認められる権限であること、そして、

州民のうちの多数が救済を求めている場合、及び、個人の損害回復を目的とす

る法律に基づく請求の場合には、当該権限は認められるべきであるとした。実

際に、スナップ事件以降の判例は、しばしばこの事件の判断を引用して、州司

法長官の原告適格を認めてきている。

　また、Ryan 及び Sampen は、近年の傾向として、州は違法行為者から消費

者を救済する方法として、ペアレンス・パトリーの権限に益々頼る傾向にある

が、判例としてはペアレンス・パトリー訴訟が減少傾向にあるとし、その理由

を以下のように述べている。すなわち、「ペアレンス・パトリー訴訟は、州司

法長官による訴訟として一般化されてきており、当該訴訟であることを明記す

る必要性が薄れてきているからである」という理由による。なぜ、明記する必

要性が薄れてきているかについてRyan及びSampenは明らかにしていないが、

この点については以下のことがヒントではないかと考えられる。

　2004年、NAAGのスタッフであるCuevas氏 6 からのヒヤリングによれば、「反

トラスト法及び消費者保護法等、州司法長官が州民を代表して訴訟提起するこ

とが通常の訴訟形態となっている場合、及び法律にペアレンス・パトリーの権

限が明記されている場合には、それらの訴訟がペアレンス・パトリー訴訟であ

ることを明言することはない。さらに、反トラスト法は、州司法長官のペアレ

ンス・パトリーの権限を認めており、同法の下で州司法長官が州民を代表して
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違反事業者を提訴する場合は、ペアレンス・パトリー訴訟の形態を採ることが

一般化している」ということである。

　さらに、Ryan 及び Sampen は、クラスアクションとの比較において、ペア

レンス・パトリー訴訟は迅速であり、訴訟経済面と訴訟手続面の両方において

公正であり、公益保護の観点から勝っていると結論付けている 7。

（2）Brunet の見解

　Brunet は、クラスアクションは多数の被害を一括してその被害回復を請求

する画期的な訴訟制度であるという認識が、一般的にも海外においても定着し

ていたが、クラスアクションが増加すればするほど、同制度の欠点も多く見ら

れるようになり、その欠点を補う制度として、ペアレンス ･ パトリー訴訟を提

唱した 8。クラスアクションを提唱した Dam 教授による 1975 年の経済分析 9

は、クラスアクションが訴訟費用を減少させること、被害者個々人が補償を得

られやすいこと、そして不正行為の抑止という三つの有意の特徴を持つとした。

しかし、1987 年、Coffee 教授は対照的に、クラスアクションの様々な問題点

を指摘した 10。通常の訴訟は依頼人が主体で弁護士は代理人であるが、クラス

アクションの場合にはこの立場が逆転し、しばしば、弁護士は主体的立場を取

り、クラスメンバーは、実質的に弁護士の訴訟追行を監視することができない

機関という立場になる。それゆえ、弁護士は、クラスメンバーが実質的に利益

を得なくとも成功報酬として自己の利益を得ることが可能であり、クラスメン

バーの得る賠償金と整合しない結果を引き起こすこととなる。このような不公

平な解決は、依頼人であるクラスメンバーによる効果的な監視が行われなかっ

た結果であるとするのが Coffee の分析である。この分析は、法廷や学者の賛

同を得てきたが、Burnet は、Dam と Coffee の分析を比較し、Coffee の指摘し

た問題点を緩和する方法を提示した。すなわち、Coffee の代理及び機関の問題

は、政府の訴訟であるペアレンス ･ パトリー訴訟の場合には、たとえそれがク

ラスアクションの形態をとったとしても緩和されるとする。州司法長官が州民

を代表してクラスアクションを開始した場合に、訴訟に関与するスタッフにつ
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いて州の管理者は彼らを監視する能力を有する。州司法長官及びそのスタッフ

は、当然に法曹資格を有し、各州に多数在籍しており、彼らは互いに監視しあっ

ている。州司法長官は、ペアレンス ･ パトリー訴訟において弁護士を雇って訴

訟を支援させることがあり、この場合には州司法長官が弁護士を監視するので

有益である。通常、クラスアクションはマスコミを含めた監視が行われないが、

ペアレンス ･ パトリー訴訟において、弁護士を雇うか或いはクラスアクション

の弁護士と協同で訴訟追行する場合には、裁判はマスコミの関心を引く。これ

は、すなわち公的な監視に等しく、州司法長官が注意深く弁護士を監視するこ

とを促すことになる。たとえば、ルイジアナ州司法長官はタバコ訴訟において

弁護士を雇ったが、その契約には弁護士の費用についての保証がなく、賠償金

について州の裁量権を維持した。また、オレゴン州のタバコ訴訟においても弁

護士を雇い、成功報酬については低い率で契約した。これらは公的監視の好例

である。州司法長官だけで行うペアレンス・パトリー訴訟においては、州司法

長官は州自体であり、自らを監視する義務がある。ペアレンス ･ パトリー、ク

ラスアクションどちらにも、公益追求団体によるか、訴訟参加による監視が行

われる場合もある。ペアレンス ･ パトリー訴訟は、違反行為の重要な抑止力で

あり、それが全国レベルの場合には、訴訟に関連した費用の低さ・容易さにお

いてはもちろん、非常に重要な抑止力となると結論付けた。

（3）Clayton 及び McGuire の見解

　Clayton と McGuire は、連邦裁判所における州司法長官の活動を統計学的に

分析して、州司法長官及び NAAG の役割の重要性を論じる 11。これまで、法

律学の研究は、「連邦法務長官（The Solicitor General）の戦略的な成果」と

いうテーマが大部分であり、州司法長官に関する実証的な研究はあまりなされ

てこなかったことを指摘し、彼らは、1960 年から 1994 年の間における最高裁

に提出された法廷助言者としての州司法長官の活動の調査結果を発表した。そ

れによれば、連邦最高裁において最も頻繁に訴訟に関与したのは、連邦政府の

他には州司法長官であるという。1954 年から 1989 年の間に州司法長官は、1,800
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以上の事例において直接当事者となり、ほぼ 4,000 件で法廷助言者として活動

し、6,500 回以上の裁量上訴の申立を行ったという。過去における州司法長官

の役割は、それに関する研究がこれまであまり行われてこなかったために、州

政府を補佐する職員という程度に見られていた 12 が、1970 年代以降、州司法

長官の事務所はより多くのスタッフを抱え、組織としての機能を強化し、有能

に変化していった。1970 年代から 1980 年代初期にかけて、すべての州におい

て州司法長官の予算は増額され、政府の財政支出の伸びを上回った。平均的な

州司法長官事務所における法曹資格を有するスタッフの数は、1970 年の 51 名

から、1990 年には 148 名以上、率にして約 300% に増加し、同時期の平均的

予算も 612,089 ドルから 9,900 万ドル、率にして約 1,600% 以上に増加した。こ

のような州司法長官事務所のスタッフと予算の増加は、州の責任及び権限を増

大させた大きな一要因といえる。Nixon 政権及び Reagan 政権における規制の

緩和と、中央政府が公約した規制撤廃は、議会をして連邦の命令を監督する

権限を州にゆだねた。たとえば 1970 年から 1990 年の 20 年間に、州が主要な

権限を保持できる 47 以上の法案を議会は通過させたことが挙げられる 13。も

うひとつの要因は、NAAG の存在である。NAAG は、特別なタスクフォース

により、全国レベルの訴訟において、巨大事業者或いは組織との訴訟を解決し

或いは和解に導いた。マイクロソフト事件、及び 1998 年の 48 州に展開する五

つのタバコメーカーとの和解がこれに相当する。当該和解は、州に対して総額

206 兆ドルの支払とタバコの販売や広告に様々な規制を要求し、タバコ産業に

対する規制立法を妨げてきたロビー活動の記録を要求した。更にその和解内容

には、NAAG が他の訴訟活動に使用するために 150 億ドルという空前の額の

資金提供が含まれていた 14。

　以上のように、Clayton 及び McGuire は、州司法長官の活動に関する研究

がこれまで行われてこなかったことを指摘し、おおよそ 1980 年代以降におい

ては、州司法長官を取り巻く環境は、人員的にも予算的にも充実し、訴訟能力

も格段に向上したことを、全国レベルの訴訟を例にして実証した。
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（4）First の見解

　First15 は、州の反トラスト法の実施権限に批判的な Posner の理論への反論

という形で理論を展開する。すなわち、Posner の批判は次の 3 点に集約され

るという。第 1 点は、州はそれ自体の資源不足から連邦の反トラスト訴訟にた

だ乗りし、解決を複雑にしているとする（ただ乗り批判）。第 2 点は、州は反

トラスト法違反行為者の潜在的な競争者となり得る、利益団体の影響に非常に

支配されている（利益団体への偏重批判）。これは、被告となる事業者がある

州に所在し、その競争者が別の州に所在している場合に、競争者が、自己の所

在する州司法長官に対して被告を提訴するよう圧力をかけるという、特定の状

況を設定している場合である。この状況における州政府の利益はその州に集中

し、訴訟費用は別の州にかけるという無責任な州の活動を設定している。第 3

点は、州の公務員である法曹資格者は有能でないという理由である 16（州の法

曹資格者の無能力批判）。

　第 1 の Posner によるただ乗り理論は、事実に基づいていないと反論する。

州司法長官が、単独訴訟或いは多州間訴訟の追行に努力してきたことは、多く

の判例から明らかであり、彼はそれらの事実を無視しているだけである。特定

の訴訟、たとえばビタミン訴訟における連邦の反トラスト法執行に、州が参加

したという一部の事例のみを取り上げているのであろうが、それらの例であっ

ても、Posner のいうただ乗りではなく、その解決について複雑化させたとい

う事実はない 17。彼の理論の根拠となり得るのは、州と連邦の執行機関の協力

関係が考えられる。しかし、この協力関係も 1990 年代初めに始まったことで

ある。もし、単純に州がただ乗りしているとすれば、この協力関係がなぜ近年

の傾向なのか、連邦政府がなぜそのただ乗りを許しているのか説明がつかない

という。そして、この協力関係が築かれた理由の第 1 点は、「Reagan」政権時

代と比較して、州の法執行と連邦機関の反トラスト法の実施目標が近年におい

て近接してきたことである。1980 年代の連邦の法執行と州の法執行は異なっ

ており 18、その当時州が連邦機関にただ乗りすることは不可能であった（ただ

乗りするほどの執行もなかったといえる）。理由の第 2 点は、協力体制を築く
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ほうがより強力な執行ができるからである 19。

　Posner の批判のうち第 2 の利益団体の影響については、反トラスト法違反

行為者から州司法長官が非常に影響を受けやすいことを指摘する。一般的にい

えば、ある市場競争に対する州政府の反トラスト法実施を利用する競争業者の

能力は、EC 委員会、米司法省反トラスト局或いは FTC 等、すべての政府の

反トラスト法実施機関にとって考えられることである。これは、すべての反ト

ラスト法実施機関が同様の圧力に直面しているということである。競争業者は

互いの情報及びその業界の情報に詳しく、彼らの保有する情報は、反トラスト

法実施機関にとっても非常に価値のある情報である。一方、競争業者が実施機

関に苦情を持ち込むのは公益を促進するためではなく、自己の業績を伸ばす

という利害から申し立てるのである。州の反トラスト法実施機関が、当該苦

情の真偽を確認し、適切な処理を行う能力を有することは必然のことである。

Posner の指摘は、州内の事業者の苦情に対処するある州が、当該州の事業者

を助けるために州外に拠点を置く競争業者を提訴する場合があることを根拠と

したと思われる。しかし、その点のみを根拠とするPosnerの見解は偏っている。

　第 3 の州の弁護士が無能力であるとの批判については、約 20 年前、当時は

巡回裁判所の裁判長であったFirst自身がイリノイ州司法長官と会合したとき、

彼は低賃金により有能な弁護士をスタッフとして雇うことができないと説明し

た。当時は、たとえ連邦政府であっても、反トラスト法の執行について充分な

資源を持っていない状況にあった。資金不足により有能な法曹資格者を雇うこ

とができないという、州のスタッフの能力の問題は、単に低賃金だけの問題で

はない。民間の反トラスト法を専門とする弁護士の収入に比較して、政府の反

トラスト法部門の賃金は低いものの、彼らのプロ意識のレベルは明らかに高い

ことは、判事を経験する Posner 自身が認識しているはずである。低賃金にも

かかわらず、州の反トラスト法実施が活発であることのデータは彼らの高水準

の能力を示すものであり、少なくとも彼らの活躍はその能力を測る基準となる。

たとえばニューヨーク州では、一定期間に幅広い産業における反トラスト法違

反行為者から賠償金を獲得した。ニューヨーク州の参加した多州間訴訟におい
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ては、2 年間に約 5 億ドルを獲得し、ニューヨーク州の消費者や納税者に約 3,500

万ドルの利益をもたらした。Posner の指摘するように、州のスタッフの能力

が低ければ、これほどの成功をもたらすことは不可能であるとして、First は

Posner の批判に対して反論した。

　次に、First は、州と連邦の実施機関が協力することの重要性を強調する。

連邦機関は、刑事訴追や合併等に見られるように、地理的に広範囲の影響を与

える事件に焦点を当てている。資金その他の制限から、連邦機関が一つの問題

について、関係する地理的範囲内の各州についてまで調査等を行うことは困難

である。地方の事件については、連邦機関よりもその州の実施機関のほうが、

当該事件の関連市場に対する認識が豊富であることから、その点については州

の執行機関に頼ることになるが、州と連邦の協力体制がなければ一つの事件と

して解決することは困難である。そして、そのような国家的な事件から地方の

事件を分離することが困難な問題は、近年増加している。具体的な例では、病

院の合併は非常に地方の問題であるが、健康管理は国家的な問題である。葬儀

は非常に地方的であるが、葬儀業界は 5 大陸にまたがって取引を行う事業者に

よって支配されている。電話事業者の合併は、直接に州内の消費者や他の事業

者に影響を与えるが、その事業活動はグローバルに分岐している。これらの事

件のうち、連邦の実施機関に一任できるものはなく、連邦と州の協力が不可欠

である。また、州の反トラスト法実施のための資金を、純粋に地方の違反事件

のみに使うことは、必ずしも適切ではない。地方の競争者間の価格拘束協定を

調査することに比較して、州のすべての消費者に影響を与える大規模な企業結

合の調査に参加することの方が、州の消費者に利益をもたらす可能性がある。

これは、州外に影響を与える特定の事件については、活動を控えるという理由

にならないということである。

　過去 60 年間の州の反トラスト法実施における一貫した方針は、反トラスト

法違反による金銭的損害を回収する努力である。州のペアレンス・パトリーと

しての役割は、決して連邦の実施と抵触するものではなく、州の反トラスト法

実施の核心であることは、疑いのない事実である。ペアレンス・パトリー訴訟
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は、消費者に利益を与え、反トラスト法違反の抑止効果となり、州の得た賠償

金の分配は、州の反トラスト法実施の価値を図るよい指針であり、その充実性

を理由付けるものであるとした。

（5）Calkins の見解

　Calkins20 は、1993 年から 2002 年の公報から各州の訴訟報告を取り出し、そ

れらの訴訟がローカルで地方的な訴訟であるかどうか、州司法長官が公共団体

を代表しているかどうか、勝ち取った賠償金を個々の被害者に直接分配或いは

間接的分配することの努力がなされたかどうか、ということに焦点を当てて統

計を取った。そして、訴訟の総数 ･･･213、ローカルな訴訟 ･･･174（82%）、公

共団体の訴訟 ･･･59（28%）、消費者への賠償金分配 ･･･29（14%）、という結果

をだした。これらの数値から、州の反トラスト法の執行は圧倒的にローカルで

あるとの結果を導いている 21。そして、その分析から、州は連邦の反トラスト

法執行機関に、地方市場の現実を知らせるという重要な役割を果たしていると

する。

　すなわち、州司法長官は、地域市場と州及び地域制度を熟知し、それらの適

格な代表者として活動し、州の被害者個々人に賠償金を分配する能力を有する

という点において、連邦の役割に比較して優位であるとする。そして、反トラ

スト法の執行は、実質的には地域市場の競争に焦点を当てているとする。なぜ

なら、FTC に寄せられる苦情の約半分は、食料品店、ガソリン、小売店、建

設工事、天然ガスの輸送、そして健康管理といった地域市場が含まれる問題だ

からである。地域の競争状態についての熟知は、反トラスト法の効果的な執行

に不可欠であるが、連邦或いはワシントンに拠点を置く連邦の反トラスト法執

行機関は、現在の市場力学や歴史についての熟知に限られる。したがって、地

域市場の違反行為に対しては、州の執行機関が率先して執行することが合理的

であるとの認識が連邦機関にあるとする。他方、地方機関は、連邦の執行者よ

りも身近な州の司法長官に対して信頼を持っており、地方の諸官庁が被る或い

は与えうる反競争的な害に対しては、州司法長官が防御・援助者であると位置
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づけているとする。そして、Calkins は First と同様に、州及び連邦の執行機

関は長い展望で協力体制を維持しなければならないことを強調する。

（6）Posner の見解

　州司法長官の役割やペアレンス ･ パトリー訴訟に対して、Posner は一貫し

て否定的な見解を発表している。前述した First の主張は、2001 年の Posner

の論文に対して反論を行ったものであるが、Posner の新しい論文 22 は、1976

年から 2000 年までの間の州の提起したペアレンス ･ パトリー訴訟を分析する

ことによって、その数値に基づいて州司法長官の活動を批判した。

　以下の表は、HSR 法が制定されてから 27 年間のペアレンス・パトリー訴訟

について、Web サイト・West Law を検索して集計した結果であるが、概略では、

2 分の 1 の州がペアレンス ･ パトリー訴訟を提起することが少ない。これらの

データから推測すると、州司法長官のペアレンス・パトリー訴訟は、連邦反ト

ラスト法の執行において、あまり意味を持っていないとした。

①　年代別事件数

1976 年（11件）、1980（7件）、1985（12件）、1990（18件）、1995（15件）、2000（7

件）、合計 77 件。

②　州単独によるペアレンス・パトリー訴訟　53 件。

③　多州間によるペアレンス・パトリー訴訟　24 件。

④　ペアレンス・パトリー訴訟の被告が当該州の居住者であることの割合。

被告の居住地 州単独訴訟 多州間訴訟 合　　計

全てが州内居住 24 件 5 件 29 件

一部が州内居住 5 件 7 件 12 件

全てが州外居住 24 件 12 件 36 件

　Posner の批判は、概略次のようである。州司法長官は州自体ではなく、彼

らは知事から選任された行政官であることから 23、行政官の当然の野望として、
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地方の強力な事業者や他の選挙区といった、自らの利益となる訴訟を提起する

という動機がある。次に、州司法長官は州政府の一部ではないことから、州立

法府からの資金援助を得る力量に欠ける。その結果、彼らは慢性的に予算不足

であり、多くのスタッフを雇って専門分野に特化し、或いは優秀な法曹資格者

を雇うことができない。このような弱点は、連邦反トラスト法のように高度技

術を必要とする法律の専門分野においては重大な欠陥である。州司法長官は、

これらの弱点をカバーするための戦略として、州の住民でない競争者や事業者

の費用において、州内の政治的に有力な住民や事業者の利益を促進するような

訴訟を提起することになる 24。したがって、彼らの活動は、州に利益となる和

解や多額の賠償金をもたらす訴訟に限定されるか、他の州と共同で訴追するこ

ととなる。彼らがペアレンス ･ パトリーとして提起する訴訟は、一般的に州の

住民に対して金銭を分配するものが多く、彼自身が弁護士費用を収受するにも

かかわらず、ファンドの残金は彼の裁量により慈善のために貯めておくことに

なる。このような賠償金の利用は、次期の選挙を自己に有利に導くという、彼

らの政治的課題を前進させるためのものである。州司法長官の提起する訴訟は

しばしば全国レベルの大規模訴訟になることがあり、それによって彼らは大き

な資源を獲得する。また、マイクロソフト事件のように、司法省が提起した反

トラスト訴訟に対して、並行して訴訟提起することで司法省と共に訴訟追行を

強化しているが、これは司法省の投資へのただ乗りともいえる。時には莫大な

賠償金を獲得することもあるが、根本的には、資本が限られていることや他の

理由により、ペアレンス ･ パトリー訴訟は非常に減少している。結論として、

州司法長官がペアレンス ･ パトリー訴訟を提起する権限は、連邦機関がそれを

許すことの理論的根拠はどこにもなく、先に示した数値から、必要のない制度

であるとした。

（7）その他の批判的見解

　Ratliff は、第 1 に、州司法長官が提起する訴訟を効果的に追行するために、

弁護士を雇うことについて批判した 25。すなわち、州司法長官は効果的な訴訟



12

追行のために弁護士を雇い、その費用を賠償金から支払うことになり、結果的

には、州司法長官の能力不足を被害者が負担する形になっているとする批判で

ある。第 2 に、州司法長官のペアレンス・パトリーの権限が拡張されてきた結

果の矛盾点を指摘する。すなわち、州司法長官は、一方では、あまりに積極的

な訴訟追行により、主張した違法行為とは無関係なほどの解決をもたらすこと

があり、他方で、クラスアクションの弁護士に優先して州司法長官の権限を行

使することの積極性に欠けるとし、このような矛盾の解決策として、州司法長

官の排他的な権限を緩和することを挙げた。

　Ratliff の指摘する矛盾と、そこから導いた結論については、判然としないも

のを感じるが、州司法長官の権限を緩和するべきであるとの見解は、Posner

の見解に通じる。

　次に Dana は、州司法長官が弁護士を雇うことに関して、州司法長官は公益

を第 1 目標とするのに対して、弁護士は私益を第 1 目標とすることから、訴訟

に対する両者の利害の点から批判した 26。すなわち、弁護士は、違法行為を行っ

た企業に対する訴訟においてはエキスパートであり、州司法長官にとっては訴

訟追行に非常に効果的である。しかし、弁護士の訴訟追行における忠誠心は、

州司法長官という公的な依頼人に対する場合と、個人の依頼人に対する場合と

を区別しているとする。州司法長官がペアレンス・パトリー訴訟において第 1

目標とする公益は、必ずしも賠償金を最大限に得ることではなく、金銭賠償で

ない解決の場合があることに対して、弁護士にとっての第 1 目標は、最大限の

金銭賠償を得ることであるからである。

３．間接的購入者理論

　わが国においては、被害者が直接購入者の場合と間接的購入者の場合を分け

て、損害賠償請求権の有無を判断することはない。これは、民事訴訟法上、給

付の訴えでは当事者適格を問題としないことによる。民法上の損害賠償の範囲

においても、直接損害と間接損害の区別は不明確であるとして、損害の原因と

なった違法行為と、結果である損害の関係が証明できる範囲内で損害賠償を認
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めるという主義を採用している 27。米国州において、間接的購入者理論は、被

害者の救済を重視するか或いは二重賠償の危険を避けるかという両極端の見解

から問題となってきた。特に、HSR 法制定の翌年に出されたイリノイ・ブリッ

ク事件連邦最高裁判決 28 以後は、メーカーから配給業者・小売店等を通じて

ある商品を購入した消費者が、当該商品の価格拘束を理由にメーカーを反トラ

スト法違反で提訴しても、価格拘束を理由として原告適格を有するのは、被告

側から直接購入した者だけであるとの判断が出された。しかも、先に出された

ハノーバー・シュー事件連邦最高裁判決 29 は、価格拘束により訴えられたメー

カーが、販売業者である原告の主張する超過請求による損害は原告の設定した

小売価格に転嫁されているから、原告の損害はないとの抗弁を否定している。

イリノイ・ブリック事件は、先の判断である損害転嫁の抗弁が否定されるので

あれば、超過請求の損害が最終購入者である消費者に転嫁されても、それを理

由として第 2 段階、或いは第 3 段階上のメーカーに損害賠償を求める権限はな

いと拒否したのである。その後、この事件に関する論文は、間接的購入者の損

害賠償請求を否定したイリノイ・ブリック事件判決の壁を如何にして乗り越え

るかという議論を展開した 30。それらの多くは間接的購入者理論に否定的な理

論であり、州は、間接的購入者の損害賠償請求権を確立するために、多くの州

で州法として修正立法し、活発な訴訟展開を行ってきた。なぜなら、州は、あ

らゆる商品や役務の最終的購入者となる一般市民の損害を救済するという、州

のペアレンス ･ パトリーとしての役割を果たす義務があるからである。それ以

上に重大なことは、州自体が公立の病院、学校、刑務所等の機関において、あ

らゆる商品・役務をメーカーから流通業者を通じて購入する間接的購入者だか

らである。

（1）Harriman の見解

　HSR 法が制定されて 6 年後、Harriman は、反トラスト法のペアレンス ･

パトリー訴訟は間接的購入者の救済のために有効であるとした 31。すなわち、

HSR 法の規定は、自然人が直接購入者か間接的購入者かの定義を明確に示し
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ていないが、立法過程における法案は、クレイトン法 4 条に規定された権限を

促進するよう意図されたことを示しており、議会はその権限に間接的購入者も

含まれることを認識していたとする。その理由として、法案立案者の一人であ

る Rodino 議員は、下院において、彼の所見として間接的購入者を含む意図を

表明したとする 32。

　また、Harriman はイリノイ・ブリック事件以後のいくつかの判例から、裁

判所は間接的購入者という認定を回避する方法を模索していると分析した。す

なわち、デンスモア事件 33 における連邦地裁は、イリノイ・ブリック判決に

よる制限の射程範囲は価格拘束の共謀の中にいる原告のみであり、第 1 あるい

は第 2 の分配段階での共謀には及ばないとした。イリノイ・ブリック原則の下

では、デンスモア事件における原告の購入が、ストーブの製造業者と販売業者

間の価格拘束の共謀から、直接になされた場合のみに原告は訴訟提起できるこ

とになる。基本的に同地裁は、反トラスト法違反の訴訟提起のために、州司法

長官が直接購入者を代表するか、イリノイ・ブリック判決の適用外となる購入

者を代表するべきであると信じ、イリノイ・ブリック連邦最高裁の明言した政

策的考慮 34 を排除する例外に注目したとする。このデンスモア事件判決と同

様のアプローチは、ペトロリューム事件 35、トヨタ自動車事件 36 でも採られた

と分析した。そして、Harriman は、ペアレンス ･ パトリー訴訟はイリノイ・

ブリック原則の例外であると認識すべきであり、州司法長官は直接間接を問わ

ず、消費者のために反トラスト法違反を原因として訴訟提起できると結論付け

た。

（2）Calkins の見解

　Calkins は、イリノイ・ブリック事件以後、間接的購入者の救済のために多

くの州が法改正を行ったことを調査した 37。すなわち、イリノイ・ブリック事

件以後、同事件の原則の反対者による一連の立法、或いは州の消費者保護法及

び不公正取引規制法によって、2003 年現在、米国全州の 70％以上の間接的被

害者が州法の下で救済を得ることができる状態となった。そして、連邦法と州
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法の間接的購入者理論に関する緊張は、近い将来において解決しなければなら

ない問題であり、その解決への糸口は、州がそれに向けて熱意を持って働きか

けることを強調した。

４．検討

（1）間接的購入者の問題

　間接的購入者理論とそれを導いた判例については、既に拙稿 38 において述

べたところであるが、1990 年のユティリティパイプライン事件においてイリ

ノイ・ブリック事件を確認する形で間接的購入者の原告適格は否定された。こ

のユティリティパイプライン事件は、イリノイ・ブリック事件以後の州司法長

官と裁判所の努力を無視したかのような判決であった。

　この事件の概要は、以下の通りである。天然ガス供給業者数社と天然ガス購

入者が、パイプライン業者および天然ガス製造業者 5 社に対し、被告らが共謀

して天然ガス価格を引き上げたとして、違法な超過価格とそれによる顧客の減

少を理由とする 3 倍額損害賠償請求訴訟を行なっていたところ、カンサス州と

ミズーリ州がそれらの州内に居住する当該天然ガス供給業者から天然ガスを購

入した自然人のために、ペアレンス・パトリー訴訟を提起し、2 事件が併合さ

れた。 連邦地裁の判断は、天然ガス供給業者はたとえ超過価格の一部あるい

は全額をその顧客に転嫁したとしても、反トラスト法の損害を被った直接購入

者として原告適格があり、間接的購入者は原告適格がないとして、2 州のペア

レンス・パトリー訴訟を退けた。控訴審も連邦地裁の判断を支持した。連邦最

高裁は、5 対 4 の近似差で下級審の判断を認めた。多数意見は、ハノーバー・

シュー事件判決、イリノイ・ブリック事件判決を援用し、天然ガス供給業者は

直接購入者として反トラスト法上の損害を受け原告適格があるが、その供給業

者から天然ガスの供給を受けた間接的購入者は反トラスト法上の損害を受けて

おらず原告適格はなく、またペアレンス・パトリー訴訟を認めたクレイトン法

4c 条も手続法上の規定であって新たな実体法上の責任を規定したものではな

いとして、2 州からの損害賠償請求を棄却した。同判決は、原告適格を直接購
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入者に絞ることを支持する理由として次の三つをあげている。①間接的購入者

への転嫁額を決定するには、きわめて広範囲の要因を分析することが必要であ

り、その立証は実質的に不可能であり、事業者の価格決定に影響を及ぼす。②

転嫁の抗弁を認めると、直接購入者の受け取る損害額を減らすことによって、

直接購入者の訴訟追行意欲を失わせることとなり、クレイトン法 4 条の効果的

な運用を妨げる。③間接的購入者に原告適格を認めると、被告に対して重複し

た損害額を支払わせるという危険を及ぼすことになる。これに対して反対意見

は、クレイトン法 4 条制定時において議会が意図したことは、反競争的行為の

被害者がその賠償を受けることであった。ブルーシールド事件判決 39 で示さ

れたように、同法 4 条の文言は「拡張的な救済」を目的とするものであり、損

害を受けたとする購入者の段階によって区別するべきではない。イリノイ・ブ

リック判決において、特定の間接的購入者がその原告適格を否定されたのは、

かれらの主張した違法な行為による損害が認識されなかったからである。本件

における問題は、ガス供給業者から違法な超過価格をすべて転嫁された末端購

入者による訴訟を、イリノイ・ブリック判決が禁止するのかどうかである。違

法な超過価格がすべて末端購入者に転嫁されたことは、被告らの供述から明ら

かである。イリノイ・ブリック判決が間接的購入者の原告適格を否定した理由

は、違法な超過価格が数段階における購入者間に分散された場合に、3 倍額の

賠償金を分配するという収拾のつかない問題が起こることを避け、被告に課さ

れる膨大な責任を回避するためであった。本件の場合には、ガス料金は法律に

よって決められており、供給サービスにかかる費用、パイプラインからガスを

購入して顧客に再販売する費用等があらかじめ設定され、それらの費用が消費

者に転嫁されることも、法律が要求していることである。原告は、ガス供給業

者がパイプラインに対して違法に高い価格を支払ったこと、及び超過金額を証

明しなければならないが、それらは原告に送られてくるガス料金請求書に記載

されている。本件のように、間接的購入者への違法な超過価格転嫁が「完全で

証明可能」な場合には、イリノイ・ブリック判決が回避しようとした問題はな

い。したがって、本件における間接的購入者は、原告適格を有するとするべき
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である。

　この事件における多数意見は、イリノイ・ブリック理論をそのまま引用して

述べている。このことは、事例ごとに解釈する必要はなく、客観的に間接的購

入者の請求に対しては門前払いすることを意味する。それに対して、反対意見

は事例ごとに判断する方法を採っている。連邦の司法長官からは、下級審の判

断を是認する法廷の意見書が出され、46 州の司法長官からは、反対意見の法

廷の意見書が提出された。この事件の発端は、パイプライン事業者と天然ガス

事業者が供給業者から訴えられた事件であるが、最終購入者がメーカーと販売

業者の共謀を主張することにより、直接購入者としての請求をするという方法

を採ることができなかったのかという疑問が残る。また、異なる観点からする

と、原告 2 州は共に単独の訴訟が活発な州ではない。カンサス州は、25 年間

で 1 度しか単独訴訟がなく、ミズーリ州における単独訴訟の回数が若干増加し

たのは、1990 年代以降に反トラスト法の州司法長官が交代した後である。こ

の事件前後から、2 州は全国レベルの訴訟において勝訴している。いずれにし

ても、州の間接的購入者の訴訟に関する連邦最高裁の判断は、この事件以後出

されていない。その後、多くの州において、消費者保護法及び不公正取引規制

法による間接的購入者の原告適格を認める修正或いは立法がなされ、2003 年

には米国の 70% 以上の間接的被害者が州法の下において救済を得られるとい

う 40。カリフォルニア州においては、1980 年代から間接的購入者の原告適格

を認めてきた 41。マサチューセッツ州 42、メリーランド州 43 及びニューヨーク

州 44 は、1980 年代に間接的購入者の損害賠償請求を否定していたが、1990 年

代の全国レベルのペアレンス ･ パトリー訴訟において、直接或いは間接を区別

することなく損害賠償を認めたことにより、これらの州も間接的購入者理論は

排斥されたといえよう 45。ミネソタ州 46 は、1984 年に州法を改正し、間接的

購入者の原告適格を認めた。近時の判例 47 においても、間接的購入者がクラ

スメンバーに含まれることを理由としてクラス認可を否定した地裁の判断が覆

されている。

　肯定的見解を述べた Harriman は、州司法長官に与えられたペアレンス ･ パ
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トリーの権限が直接或いは間接に関係なく、消費者の救済に有効であるとする。

（2）私見

　Posner の理論は、ペアレンス・パトリー訴訟に対する批判において、その

理由付けが明確でなく、Web サイトで調査した事件数を示して訴訟数が多く

ないことを理由として、ペアレンス・パトリー訴訟の必要性はないという結論

を出している。他にも、ペアレンス・パトリー訴訟があまり活発でないと述

べているものがあるが 48、彼らがそのように推察した根拠は、Web サイトで

“Parens Patriae”の文言を入力し、検索して出てきた事例のみをカウントし

たことによるものであると思われる。

　筆者は、二つの方法でペアレンス・パトリー訴訟を網羅的に検出することを

試みた。ひとつは、Posner 等と同じ Web サイトによる検索であり、他の方法

は、反トラスト関連の判例集 Trade Cases による検索である。どちらの場合も、

① Parens Patriae の文言による検索、②州或いは州司法長官を原告とする訴

訟の検索、③州司法長官の文言による検索と、3 通りに判例を検索した。対象

とする年代は 1980 年から 2004 年までとし、上記方法により約 900 件の事件が

検出された。次に、それらの事件において連邦法のペアレンス・パトリー規定

を引用する事件、及び各州法のペアレンス・パトリー規定を引用する事件を検

出することにより、ペアレンス・パトリー訴訟の件数を確認した 49。そして、

ペアレンス・パトリー訴訟以外に分類される大多数の訴訟についても、各事件

の内容を確認した。以上のように、州司法長官による反トラスト法関連の訴訟

を網羅的に検索していくと、州のペアレンス・パトリー規定に基づいて訴訟提

起した事例は州法の条文のみを引用している場合がある 50。また、「州民を代

表して」或いは「州民の利益を代表して」という文言のみで条文の引用はない

ものの、事件の実質的解決は州民の被害救済であり、ペアレンス・パトリー訴

訟と州訴訟との差異が見られない事例が多く存在したことも、上記分析による

結果である。このように、実際には米国の学者がカウントした以上の実質的な

ペアレンス・パトリー訴訟事例が存在するのである。したがって、Posner の
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分析した数値は正確性に欠けると共に、Posner の示した数値から彼の批判し

たような顕著な傾向を読み取ることはできない。要するに、Posner の分析は

表面的なものに留まるといえる。

　次に、州司法長官は自己を選挙により選出した、州民の利益となる方向に訴

訟を展開する、州内の事業者の利益となる訴訟を選別することにより、結果的

に州司法長官事務所の資金不足を補っていると批判する。州司法長官は公務員

であり、その活動資金は州の財政によって賄われるのであるから、民事上の請

求に関して訴訟を提起する場合には、通常は責任が極めて明白である場合と賠

償額が大きい場合とに限られるという可能性はある 51。確かに、州司法長官は

勝訴した場合に、弁護士に比較して少額であるとしても自らの弁護士費用を収

受する。しかし、その点を取り上げて、州や自らの利益のために訴訟を恣意的

に選別していると判断するのは誤りである。これまで分析した判例は、訴訟に

おいて敗訴した被告事業者に対して、わずかな訴訟費用或いは調査費用の支払

のみを命じた事例も少なからず見られることから、州司法長官による訴訟は、

自らの利益を優先したものではなく、むしろ反トラスト法の厳格な執行を実現

していると捉えることが可能である。さらに、州司法長官の活動の中でペアレ

ンス・パトリーの権限のみについて、訴訟数の少なさをもって当該権限の意義

を否定する根拠とはならない。この点も、州司法長官による訴訟の分析を見る

限り、それらの訴訟形態がペアレンス・パトリー訴訟であるか否かに係らず、

訴訟数と違反行為者に対する金銭的制裁の額から、州司法長官の活動の意義は

証明済みである。

　仮に、州司法長官の役割に対する批判を認めて、ペアレンス・パトリーの権

限を剥奪するか、或いは州司法長官の権限を縮小した場合には、どのような

変化が起こり得るであろうか。第 1 に考えられることは、訴訟数の減少であ

る。事業者のコンプライアンス体制の拡充により、摘発件数の減少・訴訟の減

少に至ることは望ましいことであるが、州司法長官の権限を縮小したことによ

り、違反行為に対する取締りが行き届かなくなることの結果として訴訟が減少

するのであれば、多数の少額被害の救済は停滞することになる。それはそのま
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ま、事業者に違反行為のやり得感を植えつけることになり、全体的な反トラス

ト法の執行を停滞させることになるであろう。そのような政策の失敗は、既に

1980 年代の「Reagan」政権において経験済みである。第 2 に、州司法長官に

よる訴訟において弁護士を依頼することへの批判に対しては、たとえば、ルイ

ジアナ州及びオレゴン州の司法長官によるタバコ訴訟に見られるように 52、契

約において成功報酬を低く設定する、或いは賠償金に対する州の裁量権を確保

する等により、被害者に分配されるべき賠償金が弁護士費用のために減少しな

いための策を講じることによって、払拭することは可能である。

　反トラスト法の連邦執行機関の機能には、個々の被害者への直接的な救済が

ないことから、それらの被害は私的訴訟に委ねられてきた。州司法長官の活動

は、多数の少額被害者の直接救済と、地方の反トラスト法の執行という機能を

果たしている。州司法長官の権限を緩和するという意見は、連邦の執行機関と

州の執行機関が実質的に役割分担されている機能をゆがめることにつながるも

ので、現実的ではない。

Ⅱ　クラスアクション制度

１．クラスアクション制度の概要

（1）クラスアクション制度の歴史的概観

　米国のクラスアクション制度は、イギリス法における代表訴訟 53 に由来し、

米国において独自に発展してきた制度である。クラスアクションとは、ある違

法行為により複数の者が損害を受けた場合、この複数の者のうちの特定の者が

加害者を相手として損害賠償請求訴訟を提起し勝訴判決を得れば、同じ違法行

為によって損害を受けた他の被害者も、この勝訴判決の恩恵を受けて、裁判過

程を経ないで損害賠償を得られるというものである 54。特に 3 倍額賠償制度を

設けて、判例を集積することによって判例法を形成してきた反トラスト法の分

野では、損害の請求額も少額である多数の消費者にとっては有効な救済手段と

された 55。クラスアクション制度自体は反トラスト法のみを目的とするもので
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はなく、あらゆる法分野において取り入れられている制度であり、近年におい

ては、諸々の事業者の出資によって設立された財団が特定の事業者の不法行為

を追及する公益訴訟（pro bono activity）や、PL 関連訴訟等にも利用されて

いる 56。

　歴史的には、17 世紀のイギリスにおける地主に対する多数の小作人らの集

団、或いは、ある村の家主に対する借家人の集団というように、社会的実体と

して存在する集団の紛争を起源とする 57。彼らの紛争の特徴は、各個人の資力

と要求は小さいが法律上及び事実上の問題は同じ経済的な解決であったことで

あり、彼らの要求はまとめて代表者に託されてchancery courts58に提訴された。

同制度は、そのような個々人の集合した大きな集団の、訴訟適格を無効としな

いための手続き的な方法を供給する必要から生まれたエクイティの発明とされ

る 59。そして、この制度が米国の州裁判所に取り入れられたものであり、1848

年にフィールド法典として制定され 60、28 州がそれを採用した 61。同制度が連

邦の制度として最初に法典に載ったのは、1912 年の連邦エクイティ規則 38 条

である 62。1938 年、James W. Moore が新しく連邦のクラスアクションの規

則を起草したのが、初期の連邦規則 23 条である。これは Moore 規則と呼ば

れ、非常に抽象的で適用が困難なために酷評された。1966 年に同規則が改正

され、初期の 3 つの要件はクラスアクションによる訴訟追行を保証する機能

テストに変更された。現在の連邦民事訴訟規則 23 条（Federal Rules of Civil 

Procedure）は初期の同規則を修正したものであり、現在 38 州が採用している。

アラスカ、ジョージア、ニューメキシコ、ノースカロライナ、ロードアイラン

ドの 5 州は初期の同規則を採用し、カリフォルニア、ネブラスカ、サウスカロ

ライナ、ウィスコンシンの 4 州は古い前記法典による規則を採用し、ミシシッ

ピー、ニューハンプシャー、ヴァージニアの 3 州は正式の規則がないにもかか

わらずコモンロー上のクラスアクションを可能としている 63。

　現在の連邦民事訴訟規則 23 条は、次のようにクラスアクションの要件を掲

げている。同規則 23 条（a）項は、以下の 4 つの要件を充足した場合にのみクラ

スアクションの提起を認める規定である。
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Rule.23（a）

（1） クラスメンバーの数が多く、併合の実行が困難であること。

（2） クラスに共通する法律上或いは事実上の問題が存在すること。

（3） クラス代表当事者の請求或いは抗弁がクラスの典型的な請求或いは抗弁

と合致すること。

（4） 代表当事者がクラスの利益を公正かつ適切に保護すること。

　次に、23 条 b 項は、前記 a 項の要件を充足しかつ以下の３つの事項のいず

れかに該当した場合に、クラスアクションを維持することができると規定して

いる。

Rule.23（b）：

（1） クラスのメンバーによるまたはクラスのメンバーに対する個別の訴訟が

（a）クラスに対する相手方当事者に、矛盾した行動基準を与えることに

なる場合、或いは、（b）訴訟に参加していない他のクラスメンバーの利

益を損なうおそれを生じさせることになること。

（2） その訴訟が、全てのクラスメンバーに影響する、クラスに対立する相手

方当事者の行為について、差止判決或いは宣言的判決を必要とすること。

（3） クラスメンバーに共通する法律上、事実上の問題が、個々のメンバーに

のみ影響を与えるいかなる問題よりも優勢であること、そしてクラスア

クションが争点についての公正かつ効率的な解決のための他の利用可能

な方法よりも優れていること。

　次に、23 条 c 項は、裁判所に対する、クラスアクションが維持されるか否

かの許可命令、通知等について規定している。

Rule.23（c）：

（1） クラスアクションが提起された後、裁判所は速やかに当該クラスアク

ションが維持可能か否かを、命令により決定しなければならない。
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（2） 裁判所は、b（3）項に基づいて維持されたクラスアクションのメンバーに

対して、合理的な手段を通して確認可能な全てのメンバーに対する個別

の通知を含め、最良の通知を与えるよう命令しなければならない。各メ

ンバーには以下の内容の通知がなされる。

・期日までにメンバーが要請した場合には、裁判所は当該メンバーをク

ラスから除外すること。

・除外要請を行わなかった全てのクラスメンバーに判決の効力が及ぶこ

と。

・除外要請を行わなかったメンバーは、希望すれば弁護士を通じて訴訟

参加できること。

（3） 本条（b）（1）項または同（b）（2）項に基づいて維持されたクラスアクショ

ンにおける判決は、勝訴・敗訴にかかわらず、裁判所がクラスのメンバー

であると認定した者を、裁判所は判決に記載しなければなれない。同（b）

（3）項に基づいて維持されたクラスアクションにおける判決は、勝訴・

敗訴にかかわらず、同（c）（2）項に基づく通知がなされ、除外要請をせず

裁判所がクラスのメンバーであると認定した者を、裁判所は判決に記載

しなければならない。

（4） 適切な場合には、（A）特定の争点に関してクラスアクションとして提起

或いは維持されること、（B）クラスがいくつかのサブクラスに分割され、

各サブクラスが一つのクラスとして取り扱われる場合があり、本規則の

条項はそれに応じて解釈され適用される。

　連邦民事訴訟規則 23 条は以上の内容を規定している 64。要するに、前記（a）

項は、共通する被害が多く広範囲に発生していてそれらの被害者個々人の意思

を確認するには困難があるために、それらの被害者を代表して原告となった者

の適格性について規定している。次に（b）項は、クラスアクションの形式を採

ることの必要性について規定している。（c）項は、クラスアクションが提起さ

れた裁判所の手続を規定している。クラスアクションが認められた後、実際の
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原告にとって大きな負担となるのは、同条（c）項の通知要件である。すなわち

同（c）項は、原告に対して原告の負担ですべてのメンバーへの通知を義務付け

ている。この通知要件の負担を賄うことのできない原告は、クラスアクション

を遂行することが不可能であった。この通知要件について問題となった事件が、

後述する Eisen 事件 65 である。

（2）クラスアクションの和解手続き

  クラスアクションの代表原告が弁護士を代理として州裁判所或いは連邦地方

裁判所に提訴されると、原告クラス及び被告側の双方の弁護士は、裁判所に対

して当該クラスを認可するか否かの判断を求める。裁判所は、通常はクラスを

認可する前に和解を考慮するので、クラスの認可手続は延期されることが多

い 66。この点は、前記連邦民事訴訟規則 23 条（c）（1）項が直ちにクラスの認否

を決定する旨規定することと矛盾するが、和解を念頭に置いた場合には、原告

と被告の双方に資料の提出を求めたり、妥当な和解内容に至るまで両当事者間

の交渉に時間がかかるようである。和解交渉を進めて両当事者間に合意が得ら

れると、その和解内容は裁判所に示され、裁判所が当該和解内容をフェアであ

ると判断すると、クラスアクションは和解のみのために条件付で認可される。

その後、裁判所は、クラスメンバー全員への通知を一斉にするように指示する。

ここまでの流れは、暫定的なクラスの認可と和解である。そして、裁判所は、

通知された内容に対して異議のあるメンバーにクラスの承認及び和解の公正性

を説明し、それらの者が脱退するか否かの判断をさせることになる 67。

　クラスアクションを和解に導く動機付けは、必ずしも原告側弁護士が自己の

利益を優先するために行われるようになったものではなく、裁判所の側にも和

解を誘導するという傾向があったわけである。

２．Eisen 事件の概要

  1966 年 5 月 2 日、原告 Morton Eisen は、ニューヨーク証券取引所の端数

株（10 株未満）取引業務の 99％を取り扱っていた Carlisle ＆ Jacquelin 及び
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DeCoppet ＆ Doremus 社ならびに同証券取引所を被告として、1962 年から 4

年間に同証券取引所を通して端株の売買をした全ての者を代表して、連邦民事

訴訟規則 23 条によるクラスアクションを提起した。その主張によると、前記

2 社に対しては、端数株取引を独占し、かつ端株取引につき差別額を設けたこ

とはシャーマン法 1 条及び 2 条に違反するものであり、その違反行為によりク

レイトン法 4 条に基づく 3 倍額損害賠償の請求をした。また証券取引所に対し

ては、かかる差別額の取締りをなさず、投資家保護を怠ったとして、1934 証

券取引法 6 条及び 19 条に基づく損害賠償の請求をした（平均の損害額は 1 人

あたり 3 ドル 9㌣である）。本件での争点は、クラスアクションとしての維持

可能性、個別の通知の要否及びその費用の負担、一括賠償の可否についてであ

り、クラスアクション訴訟制度の抱える解決困難な問題に対して地裁と高裁を

往復し 68、ついに最高裁の判断が下された事例として、注目を集めた事件であ

る。

〔1974 年　連邦最高裁 Powell 判事の意見〕

　「この訴訟における重大な事実は、原告個人の損害額がわずか 70 ドルに過ぎ

ないことである。この複雑な反トラスト訴訟においてそのような少額賠償では、

訴訟を引き受けようとする他の弁護士はいないであろう。経済的な判断からす

ると、この訴訟をクラスアクションとして続行することは不可能である。これ

までの地裁及び高裁の論争は、経済的な判断への反対の立場から、規則 23 条

の要件を理由として、本件訴訟を引き伸ばし、地裁及び高裁における非常に複

雑な判決をもたらした。地裁の通知問題についての結論は、規則 23 条（c）（2）

項の要件を充足していない点と、通知費用の支払を被告に命じた点について誤

りである。規則 23 条（c）（2）項によると、同条（b）（3）項によって維持される全

てのクラスアクションは、各クラスメンバーが訴訟からの除外の権利と弁護士

を通じての訴訟参加の権利を有すること、さらに除外を申し出なかった全ての

メンバーが有利不利を問わず判決に拘束されることの助言を受けなければなら

ない。そして裁判所は、合理的努力によって判別できる全てのクラスメンバー

に対する個別の通知を含み、当該状況下における実行可能な最善の通知をクラ
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スメンバーに与えるよう指示することを要求されている。これは誤解の余地が

ないほど明白である。個別の通知は、氏名、住所が合理的努力によって確定さ

れた全てのクラスメンバーに送付されなければならない。この点について規則

23 条に関する諮問委員会の記録は、[ 規則 23 条（c）（2）項は、単なる自由裁量

的問題ではなく、その義務的通知はクラスアクション手続も当然に遵守しなけ

ればならないデュープロセスであることを意図している。]と、記述されている。

そして同委員会は、その義務的通知の例として Mullane 事件（1950 年）を引

用した 69。

　このように、規則 23 条（c）（2）項の文言及び意図が合理的努力により判別し

得るクラスメンバーに対して、個別の通知を要求していることに疑問の余地は

ない。本件においては、225 万人のクラスメンバーの氏名、住所が容易に判別

し得るのであり、個別通知が不可能であることを示すものは何もない。」と判

示した。

  これに対して原告は、①個別の通知の要求は、その費用の莫大さの点でクラ

スアクション提起を不可能ならしめ、結局、反トラスト法及び証券取引法によ

る救済の途を閉ざすこととなる、②クラスメンバーは、個人の請求として別訴

を提起するほどの大きな利害関係を有していないから、たとえ通知を受けたと

しても、除外を申出る動機を有せず、個別の通知は必要ないと主張した。

  これに対して最高裁は、簡単な理由を付して否定した。①個別の通知は、特

定の事件において無視し得る自由裁量事項ではなく、通知の要件を特定の原告

の資力に合わせて調整し得ることを示唆するものではない。②通知費用の負担

について、被告に通知費用の 90％を負担させるという地裁の判断は、事件の

争点に関する予審における原告勝訴の見込みに基づいてなされたものである

が、これは、クラスアクションとして、訴訟が維持されるか否かを決定する際

に、あたかも判決を先取りできるかのような権限を規則 23 条が保障している

との解釈に基づくものと考えられる。しかし、規則 23 条は、文言上も歴史上も、

そのような権限を裁判所に付与するものではなく、このような権限を認めるこ

とは、クラスアクションとしての要件を充足せずにクラスアクションの利益を
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代表当事者に保障することを許すことになり、規則 23 条に違反する。同時に、

訴訟開始後遅滞なくクラスアクションとして維持可能か否かを裁判所が決定す

るという（c）（1）項の命令に違反する。

　以上のように、この事件は地裁と高裁を往復し、最終的に最高裁が民事訴訟

規則 23 条（c）項を厳密に解釈して、原告は自らの負担で莫大な人数のメンバー

各人に対する通知義務を履行しなければならないと判示した。原告 Eisen は、

この判決に従わず、通知費用の負担を拒否したために、この事件は原告の敗訴

が確定した。

３．クラスアクションの問題点

　前記 Eisen 事件で示されたように、少額で多数の被害者にとっての有効な訴

訟手段であるとの認識が一般的であったクラスアクションは、通知に関する厳

格な要件が被害者にとっての障壁となった。そこで、少額で多数の被害者が発

生しやすい反トラスト法の分野においては、当該要件を緩和する形で、ペアレ

ンス・パトリー訴訟制度が創設された。この制度もまた、イギリス法に由来し、

米国において独自に発展してきた訴訟制度である。ペアレンス・パトリー訴訟

制度とクラスアクションの主要な手続きの差異については、以下の 2 点を挙げ

ることができる。

① クラスアクションにおける原告代理人となる弁護士は、賠償金の何割かを

成功報酬として取得する旨の契約をあらかじめ代表原告と締結することが

通例である。これは、クラスアクションの推進力となる反面、弁護士の法

外な成功報酬獲得のために投機的・濫用的なクラスアクションが提起され

ることに繋がるという批判がある 70。これに対してペアレンス・パトリー

訴訟を追行する州の司法長官は、州の公務員であり、弁護士費用について

は州法の規定により賠償金を圧迫しない程度の低額に抑えられている。

② 訴訟が複雑で大規模になると、個別の通知、個別の損害の立証、賠償金の

分配等、クラスアクションの維持が困難となりやすい。ペアレンス・パト

リー訴訟においては、メンバーに対する通知は個別に行う必要がなく、新
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聞・Web サイト等の公告で足りる。損害の算定は、各人の受けた個別の

損害の証明は不要で、統計的な方法により被害者全体が受けた概算損害額

の使用が許される。

　近年においては、クラスアクションの通知要件はある程度緩和されてきてい

るようである。すなわち、新聞及び Web サイト等の公告による通知が採用さ

れてきている 71。それを示す実例として、米国ハワイ州第 1 連邦巡回裁判所に

提訴された、リゾートホテルの宿泊者を代表したクラスアクションの和解案の

通知が、2006 年 2 月 9 日付朝日新聞の朝刊に掲載された。原告の主張は、反

トラスト法違反に関するものではないが、客室に発生したカビについて宿泊者

に知らせなかったホテル側の違法性を問題としている。和解内容は、一定期間

にハワイのホテルに宿泊した者はクラスメンバーとして、1 人 1 泊当たり現金

50 ドル或いは 150 ドル相当の自由に譲渡できるホテル商品券を受け取る権利

があるというものである 72。商品券は、指定された系列ホテル 30 店舗におい

て使用できるもので、日本の系列ホテルも含まれているか否かは不明であるも

のの、メンバーは宿泊を証明する領収書等を提示することで現金或いは商品券

を受け取ることができる。それらの詳細については Web サイトにアクセスす

る、或いはコレクトコールもしくは書面で自己の権利を確認するよう記載され

ていた。

　上記の公告による通知は、米国のクラスアクション制度によって、クラスメ

ンバーに外国人が含まれる場合でも、当該外国人のメンバーは米国人と同等の

救済を米国法の下で受けられることを知らしめている。また、この事件のよう

に被害者が米国内で被害を受けたものの、主たる居住地は米国外で複数国の広

範囲に及ぶ場合には、たとえ Web サイトや新聞等の公告であっても通知の費

用は高額化することと、近年の判例を見る限り、これらの費用は賠償金とは別

に被告側の負担総額に組み込まれており、被告側にとっては莫大な金銭的負担

となることから、違反抑止のための先例的な効果となり得る。
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４．クラスアクションに対する批判

（1）クラスアクションの原告側弁護士に対する批判

　クラスアクションの問題点について、先駆的な研究を行ってきた Coffee 教

授の 1987 年の分析 73 は、裁判所及び学者から一定の評価を受けていたが、ク

ラスアクションの制度改正に至るまでには 18 年が経過している。同教授の指

摘は、次のようである。第 1 に、通常の訴訟における依頼人（主体）と弁護士（代

理）の立場が、クラスアクションの場合には逆転するという。弁護士は主体的

立場を取り、クラスメンバーは機関となる。クラスメンバーによる弁護士の質

の監視や、適切な情報を取得し難いために、提示された解決策や弁護士費用の

適不適を判断することが難しいという。第 2 は、クラスアクションにおける弁

護士の成功報酬の問題である。弁護士は、メンバーが実質的に利益を得なくと

も報酬を得る。このような適正とは言いがたい現象は、メンバーによる効果的

な監視が行われ難いことから生じる結果であるという。

　William H. Prior は、弁護士の依頼人に対する説明責任について批判する 74。

クラスアクションにおいて非常に多くの依頼人を代表する弁護士は、通常の民

事訴訟に比較して、訴訟の進行状況について、依頼人に対する個別の説明は実

質的に困難なことから説明責任が希薄であり、弁護士主導で訴訟が進行するこ

とになり、しばしば原告側弁護士と被告の共謀的和解により、原告らは少額の

賠償金を受けるのに反して弁護士に多額の報酬が支払われるという問題を指摘

する。

　Martin H. Redish は、弁護士の利益のみを目的として提起されるクラスア

クションは実質的には依頼人不在の「偽物のクラスアクション（faux class 

action）」であり、違法として認可するべきではないと主張する 75。

　その他、企業家的弁護士はチームを組んで企業買収、市場占拠率の不本意な

低下、欠陥商品の調査等、ニュースになる出来事についてクラスを設定して訴

訟提起し、当該訴訟を先送りすることで弁護士費用を膨らませる、或いは、賠

償金が高額となる全国レベルの巨大なクラスアクションを選択するという傾向

が主張されている 76。企業家的弁護士によるクラスアクションの意味合いは、
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高額の弁護士報酬が見込まれる違反行為を行っている企業の実態を先に調査し

てから、ある程度の数の被害者とその代表原告を探してクラスアクション提起

を企図するという商売のようである。これらの企業家的弁護士は、第 1 にクラ

スアクションの代表原告を募集し、訴訟費用を融資してクラスアクションを作

り上げていくとい 77。その他、全体としてクラスアクションの弁護士に対する

見解は辛辣である。

（2）クラスアクションが特定の州裁判所に集中する問題

　一般的に連邦裁判所は、クラスアクションに批判的であるという認識があり、

また連邦裁判所の管轄権は一定の制限が課されていたために、原告クラスの弁

護士は州裁判所に提訴する傾向があった 78。クラスアクションに対して脅威を

抱く企業の苦情は、多数のクラスアクションが特定の州裁判所に提訴され、当

該特定の裁判所判事は州民による選挙によって選出されること、及び州民から

選出された陪審は原告側に有利に判断する傾向があるということである。たと

えば、ある州の裁判官と州司法長官及び法廷弁護士は古くから私的な交際があ

ることから、その裁判所に提訴された損害賠償訴訟は原告側に有利な判断が下

されているといった類の批判が、州裁判所に向けてなされている 79。

（3）クラスアクションがクーポン和解になることの問題

　クラスアクションの和解により、しばしば原告メンバーは少額の、あるとき

には実質的に原告の役に立たないクーポンを賠償として受け取り、一方、原告

側弁護士はそれらクーポンの総額に比例した莫大な弁護士報酬を受けることが

問題とされた 80。実際に調査すると、クーポンが利用されて被告が回収するの

はわずかであるという結果が出ている 81。この結果の意味することは、クーポ

ンの配給は被告商品の割引クーポンか或いは新たな被告商品の購入券であるか

ら、それを消費者が購入することにより被告は新たな利益を受けるという批

判 82 とは必ずしも一致せず、クーポン自体は被告にとって新たな利益をもた

らすものではない。むしろ、原告側弁護士にクーポンの総額に対する報酬を得
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させ、被告企業はクーポンを配給することにより現金の流出を免れているので

ある 83。

　すなわち、被害者であるクラスメンバー不在のところで、原告側弁護士と被

告の利害の調整の結果として、クラスメンバーにとっては実質的にそれほど利

益とはならない、しかし、消費者にとっては特典をイメージさせるクーポンが

クラスアクションの和解に利用されていることの批判である。

（4）クラスアクションに対するその他の批判

　Milton Handler は、既に 1970 年代において、大規模なクラスアクションは

被告とされた企業にとって、合法的な恐喝に匹敵すると批判した 84。彼の論文

は、クラスアクションに対するこの類の批判の例として、多くの論文等により

引用されている 85。その一例として、24 年後の Posner 判事による判決におい

ても Handler の前記論文を引用し、原告側の強要的な動機を理由としてクラ

スアクションは否定された 86。

　William H. Prior は、クラスアクションの濫用について 2 点を指摘する 87。

第 1 は、身体的な障害や死亡等に至らしめる、大規模な不法行為に対するクラ

スアクションの濫用である。タバコ訴訟を例に取ると、喫煙期間、年令、知識、

損害の程度等の、喫煙者によって個別の損害を異なる事業者に対して請求し、

しかも、過失、詐欺、商品に対する責任といった異なる請求をすることは個別

の問題であり、クラスアクションにはなじまないとする 88。第 2 は、不法行為

に対する不明確な責任理論である。Fen-Pen ダイエット剤の訴訟において、心

臓弁に障害が発生したという不確かな証拠に対して、事業者は 37 億 5 千ドル

の支払に同意した 89。東芝は、消費者の一時的な損害に対して 20 億ドルの支

払に同意した 90。豊胸手術で移植されたシリコンについて、未だ病気が確認さ

れていないにもかかわらず、事業者は 40 億ドルの支払に同意した 91。このよ

うなクラスアクションは、クレームの類を拡大することで、被告に対して和解

へのプレッシャーをかけ、時として通常の訴訟とは異なる結論を導くものとす

る。
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　その他には、政府による訴訟に便乗してクラスアクションの原告及び弁護士

が利益を得ることに対する批判がある。

　Howard M. Erichson は、政府訴訟とクラスアクションはどちらも代表者と

して訴訟追行する点については同じであるが、同一の代理権授与者（原告）を

代表しているのではない。政府訴訟における弁護士 92 は、政府自体を代表し

或いは特定の公共利益のために代表するのに比較して、クラスアクションの弁

護士は、特定のクラスの利益を代表する。政府訴訟はクラスアクションをサ

ポートするが、クラスアクションの弁護士は、自己の依頼人に利益となる政府

訴訟のうまみを利用すると共に、そのために政府訴訟をコントロールするとい

う 93。この見解に賛同するように、米国の一般紙はクラスアクションの弁護士

を「不法行為の寄生虫」或いは「まとわりつき虫」と酷評した 94。

５．クラスアクション制度の法改正

（1）The Interstate Class Action Jurisdiction Act of 1999 の 制 定（ 以 下、

ICAJA と略す。）

　クラスアクションに対する批判は、いくつかの段階を経て複数の法律改正を

促した。改正の要点は、以下の 3 点である。第 1 は、州裁判所にクラスアクショ

ンが集中することについて、連邦裁判所の管轄権を拡張する改正が行われたこ

とである。第 2 は、前記の連邦民事訴訟規則 23 条を改正し、原告側弁護士に

対する規制が行われたことである。第 3 は、これまでのクラスアクションに対

する批判を総合して反映する形で、公正な訴訟が行われることを意図して改正

されたことである。

　まず、多くのクラスアクションが州裁判所に集中することの原因のひとつで

ある、連邦裁判所の管轄となる民事訴訟の要件について、28 USCS 1332 条は

以下のように規定する。

28 USCS 1332 条

（a）連邦地裁を第 1 審とする全ての民事訴訟は、利息及び費用を除く請求
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 　額が 7 万 5,000 ドルを超える場合で、次の場合には連邦地裁が管轄権

を有する。 （1） 当事者が異なる州に所在し、 （2） 当事者が同じ州に所

在し、当事者或いは争点が州外の問題である場合、（3） 異なる州に所

在する当事者とその当事者或いは争点が州外の問題を有する当事者が

加わった場合、（4）1603 条に定義する州外に所在する者が原告であり、

異なる州に所在する者が 当事者である場合。本条、1335 条及び 1441

条の目的のために、米国の永住権を有する外国人は、その者の所在す

る州の州民とみなされる。

（b） 米国法の別の条文に明確に規定される場合を除き、原告が連邦地裁を

第 1 審として提訴した場合、請求額が利息と費用を除き 7 万 5,000 ド

ルに満たない場合は、連邦地裁は原告に対して費用を否定し、さらに

は費用を原告に課すことができる。

　上記（a）項及び（b）項は、1996 年に請求額が 5 万ドルから 7 万 5,000 ドルに引

き上げられた。連邦裁判所に訴訟提起するための要件である、原告と被告が異

なる州の市民であること、及び原告の請求額が 7 万 5,000 ドルを超えることに

ついて、州裁判所での提訴を希望する原告（おそらくこのような画策は、クラ

スアクションを追行する弁護士が行うことが予想される）は、原告と同じ州民

を被告に加え、或いは原告 1 人当たりの請求額を 7 万 5,000 ドル以下にするこ

とによって、連邦裁判所での裁判を回避することができた。連邦管轄権の要件

を満たすための、原告と被告が同一の州の住民ではないことについて、クラス

アクションに対する最高裁の判断は、明白になっていないメンバーについては

無視したままで、明らかな当事者についてのみ前記 1332 条に規定する連邦の

管轄権の要件を判断していた 95。

　1999 年に制定された ICAJA96 は、クラスアクションが特定の州裁判所に集

中するおそれを背景に、クラスアクション認可を否定する手続を緩和し、連邦

裁判所の優先管轄権を拡張することを目的として、現行法を修正したものであ

る。立法に携わった議員の考えでは、州裁判所はその地の弁護士に優位に、州
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外に所在する企業に劣位に判断を下す傾向があること、莫大な数のメンバーを

含む複雑な州際のクラスアクションを適切に判断する資源に欠けるという事実

があったからであるという 97。

　本法の第 1 節及び第 2 節は、それぞれ法律名とその構成について、及び立法

の経緯と目的について規定し、第 3 節及び第 4 節が主要な規定内容であり、前

記 1332 条 98、及び 1446 条、1453 条等を修正する形で規定されている。それ

らの条文は、後述する 2005 年の改正において再び修正されているために、以

下においては本法において修正された内容の要約を記しておく。

　第 3 節は、連邦地方裁判所の管轄権について以下のように規定している。

（a） 1 人の被告と 1 人の原告が異なる州の州民であり、1 人の被告が訴訟

提起された州と異なる州民であり、1 人の原告と 1 人の被告が同一の

州の州民或いは同一の州に帰属し、当該州が訴訟提起された州でない

場合には、連邦地方裁判所が第 1 審裁判所の管轄となる。

（b） 当該訴訟が、ある一つの州内の問題である場合 、或いは限定的な問

題である場合、もしくは州行為の問題である場合には、連邦地方裁判

所の管轄は否定される。これらの否定の要件は、証券取引に関する問

題の場合には当てはまらない。

（c） 1 人の原告が被告企業の帰属する全ての州とは異なる州の州民である

と判断された場合には、連邦の管轄が認められる。

　第 4 節は、クラスアクションの移送について以下のように規定している。

（a） クラスの請求が、実質的に州の問題である場合、及びその請求が主と

して州法上の問題である場合、クラスメンバーの大多数と主要な被

告が同じ州に帰属する場合には、連邦管轄権は否定される。また、ク

ラスメンバーが 100 名以下である場合、利息と費用を除いた請求額が

100 万ドル以下である場合は、連邦管轄権が否定される。

（b） 1 人の被告がその他の被告の承諾なしに、特定されていない或いは代
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 　表でない 1 人の原告がその他すべてのメンバーの承諾なしに行った場

合を除き、州裁判所に提起されたクラスアクションを連邦裁判所に移

送することができる。

（c） 移送の請求は、提訴から或いは、特定されていないクラスメンバーが

通知を受けてから 30 日以内に行わなければならず、1 年が経過した

場合は移送できない。

（d） 本条は、証券取引に関する請求については適用されない。

（e） 連邦裁判所に移送された事件が 23 条に基づいてクラスアクションの

維持が否定された場合には、当該事件は却下される。当該事件が新し

い州裁判所に提訴され、新しく拡張された連邦の管轄権の下にある場

合は、再び移送される。

　以上のような形で ICAJA は、連邦裁判所の管轄権を拡張した。同法は、原

告側弁護士が訴訟提起する裁判所の管轄州内に所在する者を名目上被告とする

ことによって、クラスアクションが州裁判所に集中することを制限した。また、

7 万 5,000 ドルの要件は、原告メンバーの請求額を合計した金額と解されるこ

とになった 99。

（2）連邦民事訴訟規則 23 条の改正

　2003 年、同規則は、いくつかの点で改正された。その概要は、以下のよう

である。

① 規則 23 条（e）項（3）の第 2 段階のクラス脱退の機会に関して修正された。

これは、trial の判事に対して和解条件がメンバーに通知された後にも、

第 2 段階としてクラスから脱退する機会をメンバーが持つことができな

い場合には、裁量により当該和解の認定を拒否できることを規定する。

② 規則 23 条（g）項のクラスの代理人弁護士の任命に関して修正された。潜

在的な請求を調査する或いは識別する作業を弁護士が、クラスアクショ
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 ンにおける経験から的確にすることを重要視し、弁護士のクラスメン

バーに対する第 1 次的な忠実義務について定めている。

③ 規則 23 条（g）項（1）（c）の弁護士報酬に関する規制について修正された。

これは、裁判所に対して、付随的な代理弁護士が追加の弁護士報酬の情

報を提供するよう、命令を下す権限を与えるものである。

④ 23 条（h）項は、一定の弁護士報酬の手続を定め、クラスアクションの費

用を非課税にする規定である。弁護士報酬に対する請求は申立によるべ

きであること、裁判所は意見聴取をすることができ、結論に至った事実

と事情を認定しなければならないことを規定する。

　これらの修正は、原告側弁護士と被告によるクラスアクションの和解内容を

クラスメンバー各自が認識してから、メンバーとしての自らの地位を維持する

か否かを考慮する機会を与えると共に、原告側弁護士の報酬について裁判所に

よるチェック機能を規定して、弁護士主導によるクラスアクションの追行に一

定の制限を課したものである。

（3）The Class Action Fairness Act of 2005100 の制定（以下、CAFA と略す。）

　2005 年 2 月、州際間のクラスアクションに関する手続は、クラスメンバー

及び被告その他の事柄について、より公平に訴訟追行されるために改正された。

この法律は 9 節の構成をとり、前記 ICJA と同様に第 1 節は法律名とその構成

について、第 2 節は立法の経緯と目的を定め、第 3 節以降が主要な規定となっ

ている。

　第 3 節は、州際間における消費者のクラスアクションの権限及び手続につい

て、既存の条文の内容を以下のように修正するよう規定している。

① 28U.S.C.1712 条は、和解案に定めた弁護士費用について、クーポンの総

額ではなく、クラスメンバーが実際に得られるクーポン額に基づいた報

酬額の決定を規定する。また、裁判所は、クラスメンバーがクーポンを
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 受領する内容の和解案について、聴聞を行ってその公正さを判断し、所

見を書面に記載して、認可を決定する旨を規定する。

② 28U.S.C.1713 条は、和解案が、実質的にクラスメンバーにとって損失と

なる弁護士費用の支払を義務付けている場合には、裁判所は当該和解を

認可してはならず、クラスメンバーにとって非金銭的な利益が損失を上

回ると判断される場合にのみ、裁判所はその旨を書面に記載して認可す

ることができる旨を規定する。

③ 28U.S.C.1714 条は、裁判所は他のメンバーに比較して、裁判所の近くに

居住するクラスメンバーに高額の支払を認める内容の和解案を認可して

はならない旨を規定する。

④ 28U.S.C.1715 条は、各被告は和解案の内容について、適切な連邦機関及

びクラスメンバーの居住する州の機関に 10 日以内に通知する義務を負

う。裁判所の和解認可は、この通知後 90 日以上経過してからでなけれ

ばならず、通知が行われない場合には、クラスメンバーは和解への合意

を拒否することができる旨を規定する。

　次に第 4 節は、州際間のクラスアクションに対して連邦地方裁判所が管轄権

を有する要件について、28 USCS 1332 条に新たな（d）項を追加した。

28 USCS 1332 条 （d） 

（1） 本項の文言の定義について規定する。  　

（2） 連邦地裁は、利息及び費用を除く請求額が 500 万ドルを超える全ての

民事訴訟について第 1 審の管轄権を有し、（A） 原告のクラスメンバー

1 人が被告と異なる州の住民であるか、（B） 原告のクラスメンバー 1

人が州外に所在或いは異なる州の住民であるもしくは争点が州外の問

題であり、被告の 1 人が連邦地裁の管轄内の住民である場合、或いは、

（C） 原告クラスメンバーの 1 人が州内の住民で被告の 1 人が州外に

所在或いは異なる州の住民であるもしくは争点が州外の問題である場
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  合、当該クラスアクションは、連邦地裁が管轄権を有する。

（3） 連邦地裁は、訴訟全体の状況と正義のために、クラスアクションが原

告クラスの 3 分の 1 を超え 3 分の 2 未満のメンバーと主たる被告が、

提訴した州に居住する場合は、次の要件を考慮して、前項に基づく管

轄権を否定することができる。（A）主張されたクレームが国家の利益

にかかわるものか、或いは州の利益にかかわるものか。（B）そのクレー

ムが提訴された州の法律によって判断されうるものか。（C）当該訴訟

が連邦の管轄権を回避するための抗弁であるかどうか。（D）当該訴訟

が州裁判所に提訴されたことがクラスのメンバーにとって、或いは損

害に対して、もしくは被告にとって明白な因果関係が存在するかどう

か。（E）提案されたクラスメンバーの数がその他の 2 以上の州に分散

されたクラスメンバーの数と比較して、提訴された州のメンバーの数

の方が多いかどうか。（F）当該訴訟が提訴される前の 3 年間で同様

のクレームによる訴訟が当該地に提訴されているかどうか。以上の 6

つの要件により、連邦裁判所に移送されるかどうかが判断される。

（4） 連邦地裁は、原告クラスの 3 分の 2 を超えるメンバーと 1 名以上の主

たる被告が、クラスアクションを提起した州に居住する場合、前記（2）

項に基づく管轄権を否定する裁量を有する。

（5） 前項の（2）から（4）のいずれの場合にも、主要な被告が州、州の職員、

或いはその他の政府機関である場合、原告クラスメンバーの総数が

100 名未満の場合には、連邦地裁は管轄権を有さない。

（6） 如何なるクラスアクションも、利息と費用を除き請求額が 500 万ドル

を超えるか否かにかかわらず、メンバー個々人の請求は集計される。

（9） 前記（2）項は、1933 年証券法 2（a）（1）条、及び 1934 年証券取引法 28（f）

（5）（E）条には適用されない。

（11）クラスメンバーが 100 名以上の損害賠償請求訴訟については大規模訴

訟とみなす（省略した番号は、本項の文脈に直接関連なしとの判断に

よる）。
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　第 5 節は、州際間のクラスアクションを州裁判所から連邦地裁へ移送するた

めの要件について、複数の条文の変更内容を規定している。まず、一般的な訴

訟の移送について、28 USCS 1441 条は、第 1 に、米国内の州裁判所に提起さ

れたすべての民事訴訟は、係属する訴訟の区域・部門を管轄する連邦裁判所に、

被告或いは被告等の請求により移送できることを規定している。第 2 に、連邦

地裁が管轄権を有するすべての民事訴訟は、当事者がその連邦地裁の所在する

州に居住するか、或いは市民権を有するか否かに関わらず、当該連邦地裁への

移送が可能であり、連邦の問題ではない場合でも、併合された事件の当事者と

被告が提訴された州の住民でない場合には、移送が許される。第 3 に、1603

条に定義される外国に対する民事訴訟が州裁判所に提起された場合には、被告

となる外国は、当該州裁判所の地区を管轄する連邦地裁への移送を請求するこ

とができることを規定している。

　以下の条文は、1441 条の移送に関しての要件を規定しており、CAFA によっ

て以下のように修正された。

① 28 USCS 1446 条：移送手続について

（a） 州裁判所から連邦地裁への移送を求める民事訴訟或いは刑事訴訟の被

告は、連邦民事訴訟規則 11 条の規定に従って、簡潔明瞭な理由を書

面にして、当該訴訟の事実、進行状態等についての書面のコピーと共

に提出しなければならない。

（b） 移送の請求は、提訴から 30 日以内にしなければならない。最初の移

送申立が認められないとき、移送の申立を修正して移送可能となった

場合でも、1 年が経過していた場合には移送はされない。

（d） 民事訴訟の移送が認められた場合には、被告は相手方当事者全員に対

して迅速に書面による通知をし、州裁判所に対しても当該書面のコ

ピーを提出しなければならない。それによって移送は効力を有し、州

裁判所は当該訴訟が差し戻されない限りは、手続を停止しなければな

らない（（c）も、本項の文脈に直接関連なしとの判断から省略した）。
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② 28 USCS 1453 条：クラスアクションの移送について

（a） 本条に規定する「クラス」「クラスアクション」「クラス認可命令」「ク

ラスメンバー」の定義は、1332（d）（1）条に規定する者を意味する。

（b） 一般に、クラスアクションは 1446 条（ 1446（b）条の1年の期限を過ぎ

た場合を除く）, にしたがって、被告が米国民であるか否かにかかわら

ず、全ての被告の同意なしで 1 人の被告によって移送される場合を除

き、連邦地裁へ移送されうる。

（c） 差戻し命令 .

（1） 一般に、1447 条は、1447（d）条にもかかわらず、控訴裁判所が地裁

の却下或いは差し戻しの判断を是認した場合を除き、本条に基づく

全ての移送について適用されうる。

（2） 判決の期限。もし、控訴裁判所が前項に基づいて控訴を受け入れた

場合、当該控訴審は 60 日以内に判決を下さなければならない。

（3） 期限の延長。控訴審は、全ての当事者が期限の延長に同意し、期限

延長を正当とする妥当な理由が認められる場合には、10 日以内の

延長をすることができる。

　第 6 節以下は、施行期日等その他の事柄について規定している。

６．CAFA制定後のクラスアクションの動向

　CAFA は、州際間のクラスアクションに対する連邦裁判所の管轄権を拡張

し、訴訟の和解内容がクーポンの発行を含む場合にはその正当性について法的

審査を受けるよう要求した。同法が制定された経緯は、州及び地方の裁判所は

国家レベルの重要な案件を連邦裁判所から遠ざけていたこと、州外の被告をク

ラスアクションの槍玉に挙げていた嫌いがあること、他の州に対して州法を適

用することにより、当該他の州の州民の権利をも拘束する嫌いがあったことで

ある。

　CAFA の制定から 2 年が経過したが、既に複数の案件が連邦裁判所におい
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て判決が出ており、同法の制定当時継続中であった案件や、連邦裁判所への移

送に関する立証責任について争われた。同法は、制定と同日に施行されたため

に、多くの訴訟が連邦裁判所への移送の請求が出された。この移送請求にお

いて、問題となったのは 3 点である。第 1 は、CAFA の効力発生時点である

2005 年 2 月 18 日において、訴訟がどの段階であれば CAFA に基づく連邦裁

判所への移送請求が認められるかという問題である。

　Pritchett 事件 101 は、労働者が雇用者に対して提起したクラスアクションで

あるが、原告が州裁判所へ提訴したのは 2003 年 4 月 21 日であった。2004 年 6

月 21 日にクラスは認可され、trial が開始されたのは 2005 年 3 月 14 日であった。

被告である雇用者は CAFA の制定後直ちに連邦裁判所への移送請求をしたの

に対して、第 10 巡回控訴審は、訴訟提起された後に制定された法は適用され

ないとして、被告側の移送の申立を退けた。これ以後の複数の事件も、新しい

法が適用になるのは訴訟提起の時に有効であった場合であるとした 102。

　第 2 の問題は、クラスアクションの提起は CAFA 制定の前であったが、同

法制定後に原告の請求或いは新しい被告を加える等の修正が行われた場合に、

CAFA が適用されるか否かである。Knudsen 事件 103 は、新しいクラスの定義

は CAFA の目的にある訴訟の始まりの定義と同じではないと決定した。そし

て、新しい請求または新しい訴訟原因で、新しい被告或いはその他の十分異な

る修正があると裁判所が認めた場合には、独立した請求として CAFA の適用

対象となる訴訟の始まりの段階として認定できると述べた。Adams 事件 104 に

おいても、CAFA が適用されるのは原告がクラスアクションの要求を修正し

て CAFA 制定の日付後にその他の被告を加えた場合であると判断した。この

事件は、CAFA の日付後に新しい被告を加えて原告の要求を修正したために、

被告は即座に連邦地裁への移送請求をして、原告の請求額は 5 万ドルを超えて

いること、及び市民としての最少の管轄権を主張した。原告側は、訴訟の開始

は CAFA の日付前であるから CAFA は適用されないと主張した。裁判所は原

告の主張を退け、前記 Knudsen 事件の判断を引用し、さらに、CAFA におけ

る議会の意図は、大規模クラスアクションについては最少管轄権に基づいて連
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邦裁判所への移送を認めることであるとした。さらに、Braud 事件 105 は、要

求を修正して新しい被告を加えることは、事実上新しい訴訟として日付は修正

されるので、新しい被告を加えることは訴訟の移送の機会を可能にすると結論

付けた。

　相対的に、新しい原告を加えることも CAFA の下では新しい訴訟の日付と

なる。Heaphy 事件 106 は、当該訴訟は 2001 年に提訴されたものでも、原告は

仲裁を要求されてその仲裁裁定は 2005 年 4 月に行われ、原告が新しい原告を

加えて請求を修正したために、被告側が連邦地裁への移送請求を行い、被告の

請求は認められた。

　連邦民事訴訟規則 15（c）条は、請求が最初の要求に関連する場合には最初の

訴訟の一部として判断されるが、最初の要求とは十分に独立していると認めら

れる場合には、それは新しい訴訟として扱われることを規定している。CAFA

における考え方は、同規則 15（c）条に沿ったものであると考えられる。

　第 3 の問題は、移送請求する場合の立証責任をどちらが負担するかである。

Abrego 事件 107 は、パナマのバナナ農園労働者が最初にカリフォルニア州地

裁に、米国環境庁によって禁止されている殺虫剤の散布による損害を主張し

て 1979 年に提訴した事件について、当該薬品は未だに被告企業で使用されて

おり、事件は 2005 年 5 月 13 日に州地裁に持ち込まれた。被告企業は 3 週間後

に連邦地裁に対して、CAFA に基づいて大規模訴訟は連邦裁判所に移送され

るべきであると主張した。裁判所は、当該訴訟が 500 万ドルを超える請求額で

あるかどうか、証明するよう被告企業に命じたが、当該被告側は地裁への差し

戻しを求める原告側にその立証責任があると主張した。裁判所は、当該訴訟が

CAFA に基づく大規模訴訟であるか否かは、CAFA の適用を求める被告側に

立証責任があり、その責任を怠った被告の主張は認められないとして当該訴訟

は州地裁に差し戻された。被告は、28U.S.C.1453（c）（1）条に基づいて第 9 巡回

控訴審に控訴し、連邦裁判所への移送を求めた。控訴審は被告側の控訴を受け

入れ、被告の 3 点の問題を指摘した。第 1 に、連邦地裁の管轄を排除するには

原告側に立証責任があるかどうかについて、第 2 に、大規模訴訟であるために
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必要な請求が全ての原告に存在するか否かにかかわらず大規模訴訟は移送可能

であること、第 3 に、当事者が CAFA に基づく訴訟額を証明するには連邦地

裁の管轄においてディスカバリーを可能にするべきであること。CAFA は連

邦管轄の下で立証責任は移動しないから、連邦への移送を求める被告が立証し

なければならないことは伝統的な立証責任の要件であるが、当該被告は立証し

ていないとして、州地裁に差し戻した。請求額 500 万ドルの要件については、

どちらに立証責任があるかについても論争となっている。Fiore 事件 108 及び

Brill 事件 109 は、連邦裁判所への移送を求める被告に当該移送が適切であるこ

との立証責任があるとした。

　その他の問題としては、CAFA は差戻しの判断を再考する期間として 60 日

を規定しているが、この計算日の初日は控訴裁判所が当該控訴を認めて受け入

れた日とすると判断されている 110。

　CAFA 制定後、多くの訴訟において被告側は連邦裁判所への移送を請求し

たが、2005 年 2 月 18 日以前に訴訟提起されたと認定された事件は、不成功に

終わっている。同法制定後 2 年が経過した今後の問題として、州裁判所に提訴

されたクラスアクションに対して移送を請求する側は、その大部分が被告側の

請求であり、28 USCS 1332 条の連邦裁判所に移送されるための要件について

立証しなければならない。

７．検討

（1）クラスアクションに対する改正法の目的

　前述した、クラスアクションに対する改正は、「クラスアクションの濫用」

という表現で批判されてきた同制度に、いくらかの制限を課すために段階的に

行われてきた 111。改正に向けての主要な活動は、大規模不法行為訴訟の被告

となり得る企業等による、クラスアクションの制限立法のための政治献金と活

発なロビー活動であったとされる 112。改正の要点は、①原告の実質的メンバー

が 2 以上の州にまたがる場合、②原告のメンバーの数が多い場合、③原告一人

当たり或いは総額の請求額が大きい場合に、連邦裁判所において公平な審理を
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望む被告となり得る企業側の要求を認めることとなっている。それゆえ、消費

者クラスアクションのように、多数のクラスメンバーが想定されても個々の被

害額は少額である場合のクラスアクションは、改正法適用の範疇に当然ある

とはいえないようである。なぜなら、Myriam Gilles と Gary B. Friedman が

Theodore Eisenberg と Geoffrey P. Miller113 の調査を引用した数値によると、

1990 年から 2003 年の間に提起された 1120 件のクラスアクションに関する分

析では、賠償金 1 ドルに付き 18.4 セントは弁護士費用とその他の費用にかか

り、81.6 セントがクラスメンバーに分配されるという 114。この数値からすると、

弁護士費用はそれほど高くないように思われるが、メンバーの数で換算する

と、個々人の被害額の 40% は弁護士費用になっているということである。また、

前記した Myriam Gilles と Gary B. Friedman によると、消費者クラスアクショ

ンの大多数の一人当たりの賠償金額は 100 ドル以下であり、メンバー自体がア

クションを起こそうとしない。したがって脱退することも少なく、統計上、脱

退する確立は 1% 以下であるという 115。以上のような数値から、法改正に向け

て活発な活動を行ってきた企業が恐れているのは、事業の存続を揺るがすよう

な莫大な賠償金を要求するクラスアクションと、その訴訟を実質的に指揮する

弁護士である。

　連邦裁判所は、クラス認可の決定を下すという信頼を受けるべき機関であり、

複数の訴訟が並存的である場合等にはそれらを整理統合して、一括して審理す

る機能を持っているとされる 116。それゆえ、被告となりうる企業等が連邦裁

判所での審理を求めることには、彼らの違法行為の規模が大きい場合には費用

を削減する、州によって異なる判断を受けかねないというデメリットを避ける

ことはできるが、被害者からの賠償金請求を免れるわけではない。また、クラ

スアクションの批判の的となった先に述べた複数の事件は、いずれも連邦裁判

所による判断である。このように、州裁判所から連邦裁判所への移送そのもの

が、被告となり得る企業にとって特段に有利に結びつくわけではない。そうす

ると、連邦裁判所の管轄権が拡大されたことによる利益とは、同時に複数の訴

訟に対応する危険のあった被告側の費用その他をある程度削減できるというメ
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リットと、原告側弁護士に対する牽制という程度にとどまるものと思われる。

　連邦民事訴訟規則 23 条の改正は、クラスメンバーの脱退の機会を 2 段階設

けてクラスメンバーの権利を保証したこと、及びクラスを実質的にリードす

る弁護士の忠実義務と報酬に関するものである。脱退の機会に関する問題は、

2002 年 5 月に出された民事訴訟規則諮問委員会報告で取り上げられている 117。

すなわち、この報告では、規則 23 条の通知要件は個別通知が可能なメンバー

にのみ行われ、それ以外の潜在的なメンバーに対しては行われてこなかったと

いう実情があり、通知を適切に行うよう警告している。他方、新しいルールと

して、必ずしも個別通知を厳格に要求するのではなく、状況に応じた実行可能

な方法で通知することを要求している。

　規則 23 条（c）（2）項の通知要件は、クラスメンバーの脱退する権利を保障す

るための規定である。個別通知が可能な限り守られるべきであるが、改正規則

は、その点について、脱退の機会を訴訟の後半においても認めることによっ

て、個別通知がメディアやインターネット等の通知に移行しつつある現状に対

処したようである。或いは、従来の個別通知や紙媒体の公告による通知では、

クラスメンバーの増加とともに、的確にメンバーに届かない傾向が現実化し、

昨今のインターネットの普及により、それをクラスアクションの通知の媒体と

して利用せざるを得ない状況になってきていることを反映しているとも思われ

る 118。

（2）政府訴訟とクラスアクションの関係について

　米司法省或いは FTC もしくは州司法長官によるペアレンス・パトリー訴訟

を含めた政府訴訟に追随する形で、クラスアクションが提起されることについ

ては、肯定的な見解もある。

　Stephen Calkins は、政府と私的なクラスアクションの関係について、次の

ように述べる 119。1970 年代の初期においては、反トラスト法違反に対する政

府の武器はわずかであったために、政府とクラスアクションの原告はタッグを

組み、政府は違反行為を発見しクラスアクションの原告は違法利益を損害とし
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て吸い上げるという役割分担があり、違反抑止を補足する方法としてクラスア

クションは正当化されていたとする 120。近年においては、政府の執行が活発

であり、クラスアクションの有効性は薄れてきてはいるが、垂直的価格拘束の

ように政府が刑罰を科さない違反行為に対しては、クラスアクションにより賠

償金を違反者に支払わせることで違反抑止効果を発揮しているとする 121。

　Mark Moller は、たとえば豊胸手術に関するクラスアクション等のように、

監督官庁である食品医薬品局等に調査を開始するという行動を起こさせてい

ることが、準行政的な役割を果たしているという 122。同様の判断は、Phillips 

Petroleum 事件 123 における最高裁も、「クラスアクションは準行政的訴訟であ

る」と評価している。

（3）クーポン和解について

　Susan Beth Farmer124 は、違反企業の商品割引券としてのクーポン発行と

いう従来のクーポンの目的を変更し、原告が実際に利用できる実質的に役立

つクーポンを受け取るのであれば、被害者の救済の目的は達成できるとして、

1998 年のニューヨークの事件を引用した 125。

　Edward F. Sherman は、被告企業がすべての賠償を現金負担することによ

り倒産に追い込まれる危険がある場合には、それを回避するためのクーポンに

よる和解は必要であるし、欠陥商品の修理費用等がクーポンで配布される場合

には、被害者にとっては利益だとする 126。

　クーポン和解の問題は、被害者を差し置いて原告側弁護士と被告の利益が優

先されることが問題なのであり、被害者の利益とのバランスを裁判所が判断す

べきことを明記した点で、CAFA は評価される。重要なことは、クーポンの

内容が大多数の被害者にとって利用価値のあることである。今後もクーポンの

配布を賠償金の代替として認めていくのであれば、インターネットを利用した

アンケート等のリサーチによる被害者の希望の調査結果を、裁判所の判断材料

として提出するなどが考えられる。このような調査は、それほどの費用と時間

を要しないと思われる。



47

論　　　説

（4）クラスアクションの請求額及び人数に関する問題

　第 1 は、クラスメンバー一人当たりの請求額の問題である。28USCS 1332

条（a）項は、原告の請求額が 7 万 5,000 ドルを越える場合には連邦裁判所が管

轄権を有する旨を規定する。この金額は、1996 年の改正で 5 万ドルから引き

上げられたものである。クラスアクションにおける原告メンバー各自の請求額

が異なることはあり得る事で、この最少額の要件は、クラスメンバーのうちの

一人の請求額が当該額を超えていればよいのか、或いはクラスメンバー全員の

個々人の請求額が当該額を超えていなければならないのかという問題である。

これに関して 1973 年の Zahn 事件最高裁判決 127 は、クラスメンバーの個々の

請求額が最少額要件を満たさなければならないとし、連邦裁判所の管轄に服す

るクラスメンバー個々人の請求額の最少額要件の基準となっていた 128。

　ところが、CAFA 制定 4 ヵ月後の Exxon Mobil 事件最高裁 129 は、ガソリン

のディーラーを代表したクラスアクションがガソリン供給者の売買契約の破棄

を求めた事案において、クラスメンバーのうち一人でも当該額の要件を満たす

者がいる場合には、請求額の要件を満たさない他の原告らも同様に扱われるべ

きであると判断した。この判決により、28USCS 1332 条（a）項の最少額要件は、

原告のうち一人でもその要件を満たす者がいる場合には、連邦裁判所の管轄に

服することとなった。

　第 2 の問題は、クラスメンバー全員の請求額の合算である。ICAJA では、

請求総額が 100 万ドルを超えることが要件になっていたが、CAFA により 500

万ドルに引き上げられた。そして、原告メンバーの数も 100 名以上とした。

　第 1 の請求の最少額要件は、CAFA の管轄権条項の主要な目的のひとつで

あった、Zahn 事件の判断基準を変更することにあったとされている 130。それ

ゆえ、前記 Exxon Moble 事件の判断は、それ以前ほとんどの消費者クラスア

クションは連邦裁判所での審理が不可能であり、州裁判所への提訴を望む原告

側弁護士にとっては喜ばしかった基準を変更したとして、評価されている 131。

　思うに、金額の要件だけで判断するならば、クラスアクションの原告のうち

最高請求額が 7 万 5,000 ドルで、100 名以上のメンバーの平均請求額が約 5 万
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ドルという数値は、十分に個別の訴訟が可能な額ではないであろうか。これは、

被害者個人では訴訟提起が困難な場合の被害回復方法という被害者側の観点で

はなく、2 以上の州に別々に訴訟提起されたクラスアクションに対して対応し

なければならない、或いは同様の訴訟が何回も繰り返されることによる負担と

いう被告側の事情と、異なる州法とそれを判断する州裁判所によって、結論が

異なり得るという司法上の問題のために、一定規模以上のクラスアクションを

連邦裁判所で一括して判断するという策を講じたものであるといえる。当該請

求額の要件は、多数の少額被害の一括請求という観点からすると、連邦裁判所

の管轄外の問題ということになる。

（5）クラスアクションの勝利者

　Edward F. Sherman は、クラスアクションによって実質的に勝利を獲得す

る、或いは利益を得るのは誰か、との観点から同制度のプラスの効果を分析す

る 132。

　まず、被告となる側の利益としては、第 1 に、違反行為を行った企業のトッ

プはクラスアクションを提起されたことによって、当該企業の不適切な方針を

転換し或いは製品設計の弱点を改善するなどして、将来において同様の紛争を

招くことのないよう問題点を再考し、コンプライアンス体制を整備することに

目を向けることになるという。すなわち、クラスアクションの標的とされた企

業は、自己の将来的展望のために、訴訟費用とその後の方針転換のための費用

をかけるのである 133。

　第 2 はまったく逆であり、クラスアクションを早期に和解解決することによ

り当座の費用を最小限に抑えることができ、早期に通常業務に戻ることができ

るというのである。

　次に、原告となる消費者側の利益としては、第 1 に、消費者が十分な情報を

得ることが困難であり、個々人で取引をする相手方企業を監視できないような

産業、たとえば、金融機関、クレジットカード会社、保険業者等に対するクラ

スアクションは、金銭賠償の他に当該産業のサービス変更という形で、真に消
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費者に利益をもたらす訴訟となる場合があるという。

　第 2 は、違反行為に対する公的執行を補足する役割としての、クラスアクショ

ンの必要性である。消費者個々人と小企業は、司法省、FTC、州司法長官な

どの公的機関が制定法に基づいて行う執行に頼ることはできるが、公的機関は

財源が限られていることから、違法行為を検出すること及び法執行が完全に行

われることを期待することはできない。クラスアクションは、違法行為の追及

だけでなく、公的機関の限定的な法執行を補うことにより重要な公の目的のた

めの私的執行の役割も果たしている。特に、前述したように、違反企業が将来

に向けてのコンプライアンス体制を築くための機会を与えるという役割を果た

している。公的機関が法執行に着手した場合には、それらの機関には達成でき

ない広範囲の損害を把握して救済を与える方法として、クラスアクションは公

的機関の役割を補足するというのである 134。Edward F. Sherman は、そのよ

うな意味では消費者クラスアクションは私的な司法長官の役割を果たしている

といえるもので、真の勝利者であるとする。

　この論点は、裁判というアクションによる、当事者以外の一般へのプラスの

効果と思われる。クラスアクションのように規模が大きければ大きいほど、被

告となった事業者側は真摯な体制の立て直しを余儀なくされ、それを監視する

目の多さからも、効果が期待される。そして、そのような効果はしばしば、当

事国内だけではなく外国にも及ぶ。昨今のわが国において、ジェネリック医薬

品の普及が一般的になったことや、アスベスト問題が救済されてきていること

は、数年前にそれらの問題が米国で顕在化したことが要因のひとつと思われる。

また、わが国の行政にも影響したという意味において、Mark Moller が先に述

べた準行政的役割にも通じる。

（6）州裁判所における反トラスト法に基づくクラスアクション

　反トラスト法に基づく民事訴訟は、私的訴訟、クラスアクション、ペアレン

ス・パトリー訴訟いずれであっても、連邦裁判所に提訴できる旨規定されてい

る 135。したがって、反トラスト法上のクラスアクションは、訴額の制限なし
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に連邦裁判所の管轄権が認められている 136。実際に、反トラスト法関連の大

多数のクラスアクションは、連邦裁判所に提訴されている。しかし、反トラス

ト法に基づくクラスアクションについて、州裁判所への提訴が否定されるわけ

ではない。州の反トラスト法に基づくクラスアクション 137、或いは消費者ク

ラスアクションとペアレンス・パトリー訴訟が併合されている場合 138、もし

くは間接的購入者によるクラスアクション 139 等は、州裁判所に提訴された事

例もある。もちろん、クラスアクション以外の反トラスト法に関する訴訟は、

少なからず州裁判所に提訴されており、特に不当廉売及び間接的購入について

の被害回復を求める訴訟では、連邦法の厳格な解釈を避けて州裁判所に提訴す

る傾向が見られる 140。

　反トラスト法上のクラスアクションについて訴訟数を挙げるとすると、1980

年から 2004 年までの訴訟数を調査した数値は以下の表に表れている。

　表４は、11 の巡回区に属する州の反トラスト法上のクラスアクションの数

値であり、カッコ内は当該州の州裁判所に提訴された訴訟数を示している。表

の右端は、巡回区に属する州の 25 年間の合計を示している。表 5 は、11 の巡

回区控訴裁判所において審理された年代ごとの事件数である。合計は、各巡回

区の 25 年間の合計であり、表 4 の巡回区に属する州の合計を加算したものが

巡回区総計の数値である。右端の数値は、Lexis を検索するに当たり、「反ト

ラスト法」と「クラスアクション」による検索で現れた巡回区ごとのクラスア

クション数値であり、1960 年代から 2007 年までの数値を示している。それら

の訴訟事例の総数 7586 件から、Trade Cases に掲載された 25 年間のクラスア

クション事例のみを抽出した数値の総計が 837 件である。

　反トラスト法上のクラスアクションは 1980 年代以降減少傾向にあるとされ

ているが 141、以下の表の数値から推測できることは、州司法長官による訴訟

に匹敵するほどの事件数があることである 142。表 5 の連邦控訴裁判所におけ

る訴訟の合計 196 件と表 4 に示した連邦地方裁判所の 534 件と州裁判所の 107

件の合計、さらに 25 年間における最高裁事件 7 件 143 をあわせると 844 件とな

る。この数値には、1 つの事件が地裁・高裁・最高裁と係属され、それぞれが
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Trade Cases に掲載された 1 事件として加算された場合を考慮しても、約 800

件の反トラスト法上のクラスアクションが提起されたことになる。そして、表

4 及び表 5 の最下段の 5 年ごとの数値の推移をみると、2000 年代に入って再び

増加傾向にあることがわかる。

　州司法長官による州単独訴訟は 1990 年代から減少傾向にあるが、逆に多州

間訴訟が増加した傾向にある。州司法長官による訴訟とクラスアクションのこ

れらの数値により推測されることは、どちらの訴訟形態も、多数の被害者のた

めの一括請求という役割を果たしているものと思われる。

表 4
巡回区 管轄州 1980-84 85-89 90-94 95-99 2000-24 巡回区合計

1

メーン 1 0 1 0 0（1）

16（5）マサチューセッツ 5 2 0 2 2（2）
ニューハンプシャー 0 0 0 0 1（1）
ロードアイランド 0 0 1 0（1） 1

2
コネチカット 1 0 0 0 2（3）

102（8）ニューヨーク 25（1） 9（1） 9 13 42（2）
バーモント 0 0 0 0 1（1）

3
デラウェア 3 0 0 2 4

110ペンシルベニア 26 11 10 18 19
ニュージャージー 4 4 1 2 6

4

メリーランド 3（1） 2 1 1 4

30（6）

ノースカロライナ 1 0 2 0（1） 1（1）
サウスカロライナ 0（1） 0 0（1） 0 0
バージニア 2 2 0 0 0
ウエストバージニア 0 0 0 0（1） 0
コロンビア特別区 11 0 0 0 0

5
ルイジアナ 2 0 0 0（1） 0（2）

21（7）ミシシッピー 0 0（1） 1 2 0
テキサス 4 1 1 3（1） 7（2）

6

ケンタッキー 1 0 0 0 1

26（9）オハイオ 4 1 0 1 0（2）
ミシガン 4（1） 3 0 3 4（2）
テネシー 1 1 0 0（2） 2（2）

7
イリノイ 23（3） 9（3） 5（1） 8（1） 12（1）

72（12）インディアナ 2 0 0 0 1（1）
ウィスコンシン 0 0 0（1） 3 9（1）
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8

アーカンソー 1 0 0 0 0

30（8）

アイオワ 0 0 0 0 0（1）
ミネソタ 2 1（1） 11 3（1） 5（3）
ミズーリ 4 2 0 0 1
ネブラスカ 0 0 0 0 0（1）
ノースダコタ 0 0 0 0 0
サウスダコタ 0 0 0 0 0（1）

9

アラスカ 0 0 0 1 0（3）

46（40）

アリゾナ 3 1 0 1 1（3）
カリフォルニア 7（12） 3（6） 4 4（5） 8（6）
ハワイ 1 0 0 2（1） 0
ワシントン 0（1） 1（1） 1 0 0
アイダホ 0（1） 0 0（1） 0 0
モンタナ 0 0 0 0 0
ネバダ 0 0 1 1 0
オレゴン 5 0 0 1 0

10

コロラド 2 2 1（1） 0 1（1）

20（7）

カンサス 0 0 0 3（2） 6
ニューメキシコ 1（1） 2 0 0 0
オクラホマ 0 0 0 0 1（1）
ユタ 0 0 0 0 0
ワイオミング 0 1（1） 0 0 0

11
アラバマ 2 0 2 4 3

61（5）フロリダ 4 2（1） 9 11（2） 5（2）
ジョージア 5 0 3 9 2

計 160（22） 60（15） 64（5） 98（19） 152（46） 534（107）

表 5

巡回区 1980-84 85-89 90-94 95-99 2000-24 合計 管轄州事件
の合計

巡回区
総計

事件
総数

1 4 0 1 0 0 5 16（5） 25 311
2 4 4 0 0 7 15 102（8） 125 1253
3 7 2 6 6 11 32 110 143 1085
4 2 2 1 2 4 11 30（6） 47 449
5 20 7 1 4 4 36 21（7） 63 601
6 1 7 0 0 1 9 26（9） 44 573
7 9 4 3 3 7 26 72（12） 110 1123
8 4 4 2 3 2 15 30（8） 53 410
9 9 7 3 4 1 24 46（40） 110 1025
10 3 0 0 3 1 7 20（7） 34 279
11 1 4 1 3 7 16 61（5） 82 477

64 41 18 28 45 196 534（107） 837 7586
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８．まとめ

（1）クラスアクションとペアレンス・パトリー訴訟

　クラスアクションについては、多くの批判がある。実際に、米国人はクラ

スアクションに対してどのように感じているのかについては、2003 年にワシ

ントン DC の商工会議所によるアンケートがある 144。そこでは、813 名という

限られた数値ではあるが、回答者のうち 67% は制度改正が必要であると感じ、

61% は消費者とクラスメンバーの利益は最小限に留まっている、47% は原告

弁護士が最も利益を得ている、そして、74% はクラスアクションが価格を上

昇させるもので訴訟自体を抑制すべきであると回答した。また、彼らのうち

の 40% は実際にクラスアクションのメンバーとしての通知を受け、訴訟の解

決に参加した経験を持つ。そのうち 43% は通知の内容が明確でなかったこと、

30% は賠償を得るために必要な手続をとったが、53% は価値が認められるよ

うなものを得られなかったという結果が出ている。このアンケートの結果で、

一般的かどうかを判断することはできないが、すでに述べた学者の見解や制度

改正の趣旨に沿ったものであるといえるであろう。

　クラスアクションに対する批判のひとつとして州裁判所に集中したことの原

因について、反トラスト訴訟に関しては、連邦法が未だ固持する間接的購入者

理論の存在があると思われる。この理論に対抗する形で、多くの州は間接的購

入者の原告適格を州法において認めている。また、不当廉売に関しても、連邦

法と州法では、損害を受けたと主張する原告側に有利な州法の規定及び州裁判

所の判例が存在する 145。このように、連邦法と連邦裁判所の判断基準と、州

法と州裁判所の判断基準が異なり、どちらかが主張する側にとって有利な場合

には、有利な方に傾くのは自然なことである。しかし、司法全体の中立性・統

一性からすると、米国の州裁判所と連邦裁判所の判断基準のずれ、及び連邦法

と州法の規定の差異は、司法の一貫性と信頼を危うくすることになる。

　クラスアクションとペアレンス・パトリー訴訟は、ある者が代表となって訴

訟提起する点において類似するが、前者はイギリス法のエクイティに、後者は

イギリス法のコモンローに由来する。エクイティは、一般語としては公平とか
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正義とほとんど同じ意味に使われている 146。後者の由来となるコモンローが

普通裁判所において適用され、法的安定性のために厳格な法的性格を有する

のに対して、それを緩和する役割として大法官による衡平裁判所（chancery 

courts）において具体的妥当な判断を行うという体制が築かれてきたものであ

る 147。このように法原理は異なるが、1875 年に裁判所は統合され、1938 年に

連邦民事訴訟規則が制定されてからは、コモンロー上の事件もエクイティ上の

事件もすべてこの規則が適用されることとなった 148。

　現在の両者の比較において顕著な違いは、前者は私人或いは私的弁護士が訴

訟を追行し、後者は公的機関である独立行政官が訴訟を追行することである。

これまで述べてきたように、後者に比較して前者に対する批判は大きく、その

一番の原因は私的弁護士に対する評価である。今回の改正が、クラスアクショ

ンに対する批判を弱める効果を持つものかどうかは今後の判例の蓄積を待つこ

とになるであろう。ペアレンス・パトリー訴訟については、1976 年に HSR 法

の制定により反トラスト法上のペアレンス・パトリーの権限が州司法長官に認

められて以来、改正の論議も実際の改正も行われていないこと、及び、批判的

見解はそれほど多くない 149。クラスアクションは、裁判所に認可されて実質

的な審理に入るまでに一定の時間がかかるのに比較して、ペアレンス・パトリー

訴訟には代表原告の適格性等の認可手続はなく、迅速な審理を期待できる。両

訴訟が勝訴或いは和解終結した場合の原告側の賠償金の分配について、後者の

原告がより実質的な救済を得られることは、州司法長官に関して既に述べたこ

とから容易に推察できる。以上から、両訴訟制度を比較した場合には、ペアレ

ンス・パトリー訴訟制度が優勢であると思われる。しかし、ペアレンス・パトリー

訴訟は、行政機関という限られた人材の中で執行されるという現実から、多数

の被害者を網羅的に救済するわけではないという欠点がある。その点において、

両方の訴訟制度が並行的に存在する理由はあるといえる。

（2）米国反トラスト法上の消費者被害の救済

　多数の少額被害は、通常は商品や役務の末端購入者である消費者が受ける。
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しかし、消費者個人は、一人ひとりの被害額が少額であることから、その被害

を回復するための行動を起こすインセンティブは非常に低く、また、被害回復

の手段は被害以上に費用がかかることから、事実上、わが国における消費者の

被害回復の道は閉ざされた状態にある。

　米国における私的訴訟すなわち私人による損害賠償請求訴訟は、多くは違反

企業の競争業者か他の事業者であるか、或いは多数の被害者の代表が訴訟提起

するクラスアクションである。また、公的訴訟としての州司法長官による訴訟

は、州の財政、州の機関或いは州内に居住する消費者の被害を代表した損害賠

償請求である 150。すなわち、反トラスト法違反行為による多数の少額被害者を、

州の公務員である司法長官が代表して訴訟提起し、得られた賠償金を被害者に

分配するという消費者救済措置が採られている。このような州司法長官による

訴訟は、全国レベルの大規模な事例についてはわが国でも紹介されてきた 151。

本稿においては、米国の各州に在籍する州司法長官の役割を研究することによ

り、彼らが、反トラスト法違反行為により損害を被った多数の少額被害者を救

済するために、当該被害者となった州民を代表して州及び自らの名において違

反行為者に対して民事訴訟を提起し、得られた賠償金を被害者に分配する重要

な役割を果たしていることの実態について、過去 25 年間のほぼ全州の事例を

分析した。一人ひとりの金銭的被害は少額であるために、自ら訴訟を提起して

被害の回復を計ることは不可能であるが、同様の被害者が多数存在する状況は、

典型的に反トラスト法領域において起こっている。そのことは、これまで述べ

てきた反トラスト法関連の多数の判例から明らかである。

　これまでの専門家による米国反トラスト法の研究は、連邦執行機関の活動と

理論、及び連邦法に基づく判例である。したがって、州司法長官に関する本格

的な研究は谷原教授の研究のみで 152、大多数の研究の中で州司法長官の活動

について述べられているのは、ほんの数行である。そして、反トラスト法の執

行は刑事罰のみで、損害賠償請求に関しては私人による 3 倍額賠償の 2 種類で

あるとの認識がなされてきた。米国反トラスト法における消費者の救済は、ご

く一部の問題であり、しかも、わが国国土の約 25 倍の広さを有し、わが国の
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人口の 3 倍の約 3 億人という広がりとばらつきを有する。そこでの消費者の救

済は、連邦の執行機関が直接に消費者のために法執行に関与することは稀であ

ろう。連邦執行機関の消費者に対する取組は、消費者保護のために事業者等を

取り締まるという間接的な法執行に限られる。それゆえに、各州の司法長官に

消費者の救済及び地方の違反に対する直接的な法執行はゆだねられてきた。本

稿において、多くの頁数を占めて分析した各州の司法長官による訴訟事例は、

そのことを証明するものである。
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たうえで、その場合に同規則 b（3）（D）が要求する「クラスアクションとした場合の、
運営上生ずることが予想される困難」についての考慮が、クラスアクション維持可能
性の判断上の最大の障害であることを指摘して、通知、代表の適当性、クラスアクショ
ンとしての維持可能性についての審理を求めて差し戻した。本件は、クラスメンバー
への適切な賠償に困難が伴うために、メンバーではなく弁護士にのみ利益をもたらす
結果となる訴訟であり、そのような訴訟を係争させることには消極的にならざるを得
ないことを指摘して、訴訟運営上の困難性（①最終的に得られた回復をクラスメンバー
に分配することの困難性。②訴訟を提起する弁護士にしか利益を与えないような場合
であれば、訴訟追行には消極的であること。）について、更なる検討を求めて地裁に
差し戻した。

 　［差戻し地裁判決］一括賠償方式を採用し、実際に被害を受けたメンバーからの未
請求額をもってファンドを設立し、端株取引についての差別額を裁判所が合理的と考
える額まで減額し、その減額した分をファンドが負担する（未請求の賠償金は、いわ
ば将来の端株取引者に分配される）。クラスメンバーは、個人・団体その他を含む約
600 万名のうち、225 万名が判別された。個別の通知の費用は、通知書の作成、郵送
費用として 1 名につき 10 セント、合計 22 万 5 千ドルである。その他 400 万名弱のメ
ンバーへの公告による通知費用がかかる。これをどちらが負担するかについて、原告
勝訴の可能性が高い場合には、被告が負担するとされた。
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